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第１章 総則 

 

（約款の適用） 

第１条 当社は、このＬＡＮ型通信網サービス契約約款（料金表を含みます。以下「約款」

といいます。）を定め、これによりＬＡＮ型通信網サービスを提供します。 

 

（約款の変更） 

第２条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供

条件は、変更後の約款によります。 

 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用  語 用   語   の   意   味 

１ 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

２ 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電

気通信設備を他人の通信の用に供すること 

３ ＬＡＮ型通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネッ

トフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設

備（送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及び

これと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備

をいいます。） 

４ ＬＡＮ型通信網サ

ービス 

ＬＡＮ型通信網を使用して行う電気通信サービス 

５ ＬＡＮ型通信網サ

ービス取扱所 

ＬＡＮ型通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 

６ ＬＡＮ型通信網契

約 

当社からＬＡＮ型通信網サービスの提供を受けるための契約

（短期ＬＡＮ型通信網契約となるものを除きます。） 

７ ＬＡＮ型通信網契

約者 

当社とＬＡＮ型通信網契約を締結している者 

８ 短期ＬＡＮ型通信

網契約 

１年未満の利用期間を指定して当社からＬＡＮ型通信網サービ

スの提供を受けるための契約 

９ 短期ＬＡＮ型通信

網契約者 

当社と短期ＬＡＮ型通信網契約を締結している者 

10 契約者 ＬＡＮ型通信網契約者及び短期ＬＡＮ型通信網契約者 

11 取扱所交換設備 ＬＡＮ型通信網サービス取扱所に設置される交換設備 

12 契約者回線 ＬＡＮ型通信網契約に基づいて当社が指定する取扱所交換設備

（以下「収容局設備」といいます。）と契約の申込者が指定する

場所との間に設置される電気通信回線（短期契約者回線となる

ものを除きます。） 

13 短期契約者回線 短期ＬＡＮ型通信網契約に基づいて当社が指定する取扱所交換

設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通

信回線 
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14 契約者回線等 契約者回線及び短期契約者回線 

15 相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定（当社

が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関

し締結した協定をいいます。以下同じとします。）に基づく接続

に係る電気通信設備の接続点 

16 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 

17 他社接続回線 相互接続点において当社の電気通信回線と相互に接続する電気 

通信回線であって、当社以外の電気通信事業者が設置するもの 

18 削除 削除 

19 接続アクセス回線 相互接続協定に基づき当社が料金を設定する他社接続回線 

20 ＬＡＮ型通信網サ

ービス取扱局 

収容局設備が設置されているＬＡＮ型通信網サービス取扱所 

21 中継局設備 取扱所交換設備であって収容局設備以外のもの 

22 中継回線 取扱所交換設備相互間の電気通信回線 

23 ＬＡＮ型通信網契

約者回線群 

ＬＡＮ型通信網内において相互に通信を行うことができる契約

者回線等からなるグループ 

24 端末設備 契約者回線等の一端に接続される電気通信設備であって１の部

分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内（これに

準ずる区域内を含みます。）又は同一の建物内であるもの 

25 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 

26 自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置す

る電気通信設備であって、端末設備以外のもの 

27 消費税相当額 消費税法（昭和63年法律第108号）及び同法に関する法令の規定

に基づき課税される消費税の額並びに地方税法（昭和25年法律

第226号）及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方

消費税の額 

28 利用回線  相互接続点を介してＬＡＮ型通信網と相互に接続する電気通信

回線であって、他事業者のＩＰ通信網サービスに係る契約に基

づいて当該事業者の事業所に設置される交換設備と当該契約の

申込者が指定する場所との間に設置されるもの 

29 特定データセンタ

ー  

当社が指定するデータセンター 

30 インターネット接

続 

主としてインターネットプロトコルによりインターネット接続

事業者および他の事業者を介して行う世界規模のコンピュータ

ネットワーク（いわゆるインターネット）との接続 

31 インターネット接

続事業者 

主としてインターネットプロトコルにより、他の事業者との接

続サービスを提供する電気通信事業者 

32 セッション 契約者回線（料金表第1表 1適用 (3) で定める品目のうち 

（エ）ベストエフォート型に限る）内に張ることが出来るPPPoE

セッション 
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第２章 ＬＡＮ型通信網サービスの提供区域 

 

（ＬＡＮ型通信網サービスの提供区域） 

第４条 当社のＬＡＮ型通信網サービスは、別記１に定める提供区域において提供します。 

 

第３章 契約 

 

（ＬＡＮ型通信網サービスの品目） 

第５条 ＬＡＮ型通信網サービスには、料金表に規定する品目があります。 

 

（契約の種別） 

第６条 ＬＡＮ型通信網サービスに係る契約には、次の種別があります。 

（１）ＬＡＮ型通信網契約 

（２）短期ＬＡＮ型通信網契約 

 

（契約の単位） 

第７条 当社は、１のＬＡＮ型通信網契約者回線群ごとに１のＬＡＮ型通信網契約（短期

ＬＡＮ型通信網契約を含みます。以下同じとします。）を締結します。 

 

（共同ＬＡＮ型通信網契約） 

第８条 当社は、１のＬＡＮ型通信網契約について契約者が２人以上となるＬＡＮ型通信

網契約（以下「共同ＬＡＮ型通信網契約」といいます。）を締結します。 

 

（契約者回線等の終端） 

第９条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原

則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契

約者回線等の終端とします。ただし、料金表に別段の定めがあるときは、その定めると

ころによります。 

２ 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。 

 

（収容区域及び加入区域） 

第10条 当社は、料金表に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。 

２ 当社は、当社が指定するＬＡＮ型通信網サービス取扱所においてその収容区域及び加

入区域を閲覧に供します。 

 

（契約申込の方法） 

第11条 ＬＡＮ型通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当

社所定の契約申込書を、契約事務を行うＬＡＮ型通信網サービス取扱所に提出していた

だきます。 

（１）契約者回線等の終端の場所及び回線数 

（２）ＬＡＮ型通信網サービスの品目 

（３）その他契約申込の内容を特定するための事項 

 

（契約申込の承諾） 

第12条 当社は、ＬＡＮ型通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って

承諾します。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、短期ＬＡＮ型通信網契約の申込みがあった場合は、
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ＬＡＮ型通信網サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、

その申込みを承諾します。 

３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、そのＬＡＮ型通信網契約の申込

みを承諾しないことがあります。 

（１）ＬＡＮ型通信網サービスを提供すること又は保守することが技術上著しく困難な

とき。 

（２）ＬＡＮ型通信網契約の申込みをした者がＬＡＮ型通信網サービスの料金又は工事

に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

（３）その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

 

（最低利用期間） 

第13条 ＬＡＮ型通信網サービスには、料金表に定めるところにより最低利用期間があり

ます。 

２ 前項の最低利用期間は、ＬＡＮ型通信網サービスの提供を開始した日（契約者回線の

増設等により新たに設置した部分については、その契約者回線の提供を開始した日）か

ら起算して１年間とします。 

３ 契約者は、前項の最低利用期間内にＬＡＮ型通信網契約の解除、契約者回線の廃止又

は料金表に定めるＬＡＮ型通信網サービスの品目の変更があった場合は、当社が定める

期日までに、料金表に規定する額を支払っていただきます。 

 

（契約者数の変更） 

第14条 契約者は、契約者数の変更を請求することができます。この場合、新たに契約者

となる者又は利用を止めようとする者と連署した当社所定の契約申込書を契約事務を行

うＬＡＮ型通信網サービス取扱所に提出していただきます。 

２ 当社は、前項の申込みがあったときは、第12条（契約申込の承諾）の規定に準じて取

り扱います。 

 

（ＬＡＮ型通信網サービスの品目の変更） 

第15条 契約者は、ＬＡＮ型通信網サービスの品目の変更の請求をすることができます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第12条（契約申込の承諾）の規定に準じて取り

扱います。 

 

（契約者回線等の増設又は廃止） 

第16条 契約者は、契約者回線等の増設又は廃止の請求をすることができます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第12条（契約申込の承諾）の規定に準じて取り

扱います。 

 

（契約者回線等の移転） 

第17条 契約者は、契約者回線等の移転の請求をすることができます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第12条（契約申込の承諾）の規定に準じて取り

扱います。 

 

（契約者回線の異経路） 

第18条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、ＬＡＮ型通信網契約者の

請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路（以下「異経路」

といいます。）により設置します。 

 

（その他の契約内容の変更） 
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第19条 契約者は、第11条（契約申込の方法）第３号に規定する契約内容の変更の請求を

することができます。 

２ 前項の請求があったときは、当社は、第12条（契約申込の承諾）の規定に準じて取り

扱います。 

 

（契約者回線等の利用の一時中断） 

第20条 当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線等の利用の一時中断（その

契約者回線等を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいま

す。以下同じとします。）を行います。 

 

（利用権の譲渡） 

第21条 利用権（契約者がＬＡＮ型通信網契約に基づいてＬＡＮ型通信網サービスの提供

を受ける権利をいいます。以下同じとします。）の譲渡（契約名義の変更を含みます。

以下、同じとします。）は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。 

２ 利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面によ

り契約事務を行うＬＡＮ型通信網サービス取扱所に請求していただきます。 

 ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代

えることができます。 

３ 当社は、前項の規定により利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除い

て、これを承認します。 

（１）利用権を譲り受けようとする者がＬＡＮ型通信網サービスの料金又は工事に関す

る費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

（２）共同ＬＡＮ型通信網契約の場合にあっては、その譲渡についてその契約に係るす

べての契約者の同意がないとき。 

４ 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利及び義務を

承継します。 

 

（契約者が行うＬＡＮ型通信網契約の解除） 

第22条 契約者は、ＬＡＮ型通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじ

め契約事務を行うＬＡＮ型通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。 

 

（当社が行うＬＡＮ型通信網契約の解除） 

第23条 当社は、第29条（利用停止）の規定によりＬＡＮ型通信網サービスの利用を停止

された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのＬＡＮ型通信網契約を解除す

ることがあります。 

２ 当社は、契約者が第29条 第１項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実

が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかか

わらず、ＬＡＮ型通信網サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあり

ます。 

３ 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協定事業

者の電気通信事業の休止又は他社接続回線に係る相互接続点の所在場所の変更若しくは

廃止により、ＬＡＮ型通信網契約契約者が他社接続回線を利用することができなくなっ

た場合であって、利用の一時中断の請求を行わないとき。 

４ 当社は、前２項の規定により、そのＬＡＮ型通信網契約を解除しようとするときは､

あらかじめ契約者にそのことを通知します。 

 

（その他の提供条件） 

第24条 ＬＡＮ型通信網契約に関するその他の提供条件については、別記２及び３に定め
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るところによります。 

 

第４章 付加機能 

 

（付加機能の提供） 

第25条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表第１表（料金）に定めるところ

により付加機能を提供します。 

 

（付加機能の利用の一時中断） 

第26条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断（その

付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをい

います。以下同じとします。）を行います。 

 

（付加機能の廃止） 

第26条の2 契約者は、付加機能の廃止の請求をすることができます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第12条（契約申込の承諾）の規定に準じて取り

扱います。 

 

（付加機能の提供範囲） 

第26条の3 当社が提供する付加機能（インターネット接続機能に限る）の提供範囲は、

インターネット接続事業者との相互接続点までとします。この場合において、当社は、そ

の相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 

２ 付加機能（インターネット接続機能に限る）の申込みの承諾を受けた者は、別記15の

インターネット接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合に

おいて、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなるインターネッ

ト接続事業者の債権を譲り受けたものとして、この契約に基づき料金を請求することを

承諾していただきます。 

 

 

第５章 回線相互接続 

 

（回線相互接続） 

第27条 契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気

通信設備を介して、契約者回線等と当社又は当社以外の電気通信事業者（電気通信事業

法（以下「事業法」といいます。）第9条の規定により登録を受けた者をいいます。以下

同じとします。）が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をす

ることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場

所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を

特定するための事項について記載した当社所定の書面を契約事務を行うＬＡＮ型通信網

サービス取扱所に提出していただきます。 

２ 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関

する当社又は当社以外の電気通信事業者（電気通信事業法（以下「事業法」といいま

す。）第9条の規定により登録を受けた者をいいます。以下同じとします。）の契約約款

及び料金表によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合

において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を

保証しません。 

３ 契約者は、その接続について、第１項の規定により契約事務を行うＬＡＮ型通信網サ
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ービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所

定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に

準じて取り扱います。 

４ 契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により契

約事務を行うＬＡＮ型通信網サービス取扱所に通知していただきます。 

 

（他社接続回線との相互接続） 

第27 条の２ 当社は、他社接続回線と接続するＬＡＮ型通信網契約の申込みを承諾した

ときは、その他社接続回線と接続する相互接続点において、指定のあった他社接続回線

との接続を行います。 

 

 （他社接続回線の接続変更） 

第27 条の３ 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線に係る相互接続

点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線へ

の接続の変更（以下「他社接続回線変更」といいます。）を行います。 

２ 当社は前項の請求があったときは、第12 条（契約申込の承諾）の規定に準じて取り

扱います。 

 

 （他社接続回線の接続休止） 

第27 条の４ 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解

除若しくは相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止により、契約者が

当社のＬＡＮ型通信網サービスを全く利用できなくなったときは、そのＬＡＮ型通信網

サービスについて接続休止（そのＬＡＮ型通信網サービスに係る電気通信設備を他に転

用することを条件としてそのＬＡＮ型通信網サービスを一時的に利用できなくすること

をいいます。以下同じとします。）とします。 

  ただし、そのＬＡＮ型通信網サービスについて、契約者から利用の一時中断の請求又

は契約の解除の通知があったときは、この限りではありません。 

２ 当社は、前項の規定により、接続休止をしようとするときは、あらかじめ、その契約

者にそのことを通知します。 

３ 第１項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して１年間とし、その接

続休止の期間を経過した日において、そのＬＡＮ型通信網契約は解除されたものとして

取り扱います。この場合、その契約者にそのことを通知します。 

 

 （相互接続点の所在場所の掲示等） 

第27 条の５ 当社は、相互接続点の所在場所について、当社が指定するＬＡＮ型通信網

サービス取扱所に掲示するものとします。 

２ 前項の相互接続点の所在場所については、相互接続協定に基づき、これを変更するこ

とがあります。 

 

第６章 利用中止及び利用停止 

 

（利用中止） 

第28条 当社は、次の場合には、ＬＡＮ型通信網サービスの利用を中止することがありま

す。 

（１）当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 

（２）第31条（通信利用の制限等）の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。 

２ 当社は、前項の規定によりＬＡＮ型通信網サービスの利用を中止するときは、あらか

じめそのことを契約者に通知します。 
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 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

 

（利用停止） 

第29条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、６か月以内で当社が定める期

間（そのＬＡＮ型通信網サービスの料金及びその他債務（この約款の規定により、支払

いを要することとなったＬＡＮ型通信網サービスに係る料金、工事に関する費用又は割

増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。）を支払わな

いときは、その料金及びその他債務が支払われるまでの間）、そのＬＡＮ型通信網サー

ビスの利用を停止することがあります。 

（１）料金及びその他債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 

（２）第46条（利用に係る契約者の義務）又は第47条（他人に使用させる場合の契約者

の義務）の規定に違反したとき。 

（３）当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以

外の電気通信事業者（電気通信事業法（以下「事業法」といいます。）第9条の規

定により登録を受けた者をいいます。以下同じとします。）が設置する電気通信回

線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。 

（４）契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常が

ある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検

査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則（昭和60年郵

政省令第31号）（以下「技術基準」といいます。）に適合していると認められない

自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかった

とき。 

２ 当社は前項の規定によりＬＡＮ型通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじ

めその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。 

 

第７章 通信 

 

（通信の条件） 

第30条 契約者は、同一のＬＡＮ型通信網契約者回線群内の契約者回線等相互間に限り通

信することができます。 

  ただし、付加機能（インターネット接続機能に限る）についてはこの限りではない。 

 

（通信利用の制限等） 

第31条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合

で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確

保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要

する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている

契約者回線等（当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。）以外のも

のによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。 

 

機     関     名 

気象機関 

水防機関 

消防機関 

災害救助機関 

警察機関（海上保安機関を含みます。以下同じとします。） 

防衛機関 

輸送の確保に直接関係がある機関 
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通信の確保に直接関係がある機関 

電力の供給の確保に直接関係がある機関 

ガスの供給の確保に直接関係がある機関 

水道の供給の確保に直接関係がある機関 

選挙管理機関 

別記13の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 

預貯金業務を行う金融機関 

国又は地方公共団体の機関 

 

２ 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 

 

（協定事業者の契約約款等による制約） 

第31条の２ 契約者は、協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款（料金表を含み

ます。）の規定により、ＬＡＮ型通信網サービスに係る他社接続回線その他その協定

事業者に係る電気通信設備を使用することができない場合においては、ＬＡＮ型通信

網サービスに係る通信を行うことはできません。 

（付加機能（インターネット接続機能に限る）における通信利用制限等） 

第31条の３ 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の

拡大を防止するために、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく

侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像などを掲載するＷｅｂサイト（児童ポル

ノアドレスリストに基づきます。）について、契約者が当該Ｗｅｂサイトを閲覧する場

合に、事前に通知することなく、当該Ｗｅｂサイトの閲覧を制限する場合があります。 

２ 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のな

い情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。 

（注）前項に規定する閲覧できない状況に置くとは、児童ポルノ画像などを閲覧できなく

するように、アクセスしようとする通信を強制的に遮断する措置を示しています。 

（注）前項に規定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体とは、一般社団法人インタ

ーネットコンテンツセーフティ協会とします。また、児童ポルノアドレスリストとは、

一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレス

リストとします。 

３ 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研

究機構がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる

電気通信設備に関して行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃（情報通信ネットワー

ク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のう

ち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信（当該電気通信の送信

を行う指令を与える電気通信の送信を含む。）により行われるもの（以下「設備攻撃」と

いいます。）または、設備攻撃の送信先となる電気通信設備の探査のうち、電気通信事業

者がその業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の

電磁的記録により、設備攻撃に先立って行われる当該探査を目的とする電気通信の送信

（当該電気通信の送信を行う指令を与える電気通信の送信を含む。）であることを合理的

に特定できるものとして総務省令で定める電気通信の送信により行われるものをいいま

す。）のおそれへの対処を求める助言及び情報の提供に従って、当該送信型対電気通信設

備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、

必要な限度で、当該電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信

設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。 

４ 当社は、当社または契約者の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の

送信先となった場合に、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設
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備からの通信に関して、当該送信元の電気通信設備の電気通信事業者に当該送信型対電

気通信設備サイバー攻撃への対処を求めるために、当社設備で必要な範囲において検知

した通信（IP アドレス、ポート番号及びタイムスタンプ）を当該電気通信事業者に提供

することを電気通信事業法に定める認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会

（以下この条において「認定協会」という。）に委託することがあります。 

５ 当社または契約者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先とな

った場合に、認定協会が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を

特定するための調査及び研究を行う目的で、当社設備で必要な範囲において通信（IP ア

ドレス、ポート番号及びタイムスタンプ）を検知し、これを認定協会に提供することが

あります。 

６ 第４項及び５項の認定協会への委託または提供については、当社は契約者から個別か

つ明確に同意を得られた場合に限り実施するものとします。 

７ 当社は、本条の規定による措置を実施する場合において、契約者の利用するサービス

の完全性及び可用性を保証するものではありません。本条の規定による当社が行う見地

及び情報の提供等により、契約者の通信の利用に不利益が生じた場合であっても、当社

は責任を負わないものとします。 

 

第８章 料金等 

 

（料金及び工事に関する費用） 

第32条 当社が提供するＬＡＮ型通信網サービスの料金は、料金表（料金表 別表を含み

ます。以下この章において同様とします。）に定めるところによります。 

２ 当社が提供するＬＡＮ型通信網サービスの工事に関する費用は工事費、線路設置費及

び設備費とし、料金表に定めるところによります。 

（注）本条第１項に規定する料金は、当社が提供するＬＡＮ型通信網サービスの態様に応

じて、基本回線料及び加算額を合算したものとします。 

 

（料金の支払義務） 

第33条 契約者は、そのＬＡＮ型通信網契約に基づいて当社が契約者回線等の提供を開始

した日から起算して、ＬＡＮ型通信網契約の解除又は契約者回線等の廃止（以下この条

において「解除等」といいます。）があった日の前日までの期間（提供を開始した日と

解除等があった日が同一の日である場合は、１日間とします。）について料金表に規定

する料金の支払いを要します。 

２ 前項の期間において、利用の一時中断等によりＬＡＮ型通信網サービスを利用するこ

とができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。 

（１）利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。 

（２）利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します｡ 

（３）前２号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、ＬＡＮ型通信網サービスを

利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。 

 

区   別 支払いを要しない料金 

１ 契約者の責めによらない理由により、

その契約者回線等を全く利用できない状

態（その契約者回線等による全ての通信

に著しい支障が生じ、全く利用できない

状態と同程度の状態となる場合を含みま

す。以下同じとします。）が生じた場合

（３欄又は４欄に該当する場合を除きま

そのことを当社が知った時刻以後の利用

できなかった時間（24時間の倍数である

部分に限ります。）について、24時間ごと

に日数を計算し、その日数に対応するそ

の契約者回線等についての料金 
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す。）にそのことを当社が知った時刻から

起算して、24時間以上その状態が連続し

たとき。 

２ 契約者の責めによらない理由により、

収容局設備又は中継局設備に係る全ての

契約者回線等を全く利用できない状態が

生じた場合（３欄又は４欄に該当する場

合を除きます。）にそのことを当社が知っ

た時刻から起算して、24時間以上その状

態が連続したとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利用

できなかった時間（24時間の倍数である

部分に限ります。）について、24時間ごと

に日数を計算し、その日数に対応するそ

の収容局設備、中継局設備に係る中継回

線についての料金 

３ 当社の故意又は重大な過失によりその

ＬＡＮ型通信網サービスを全く利用でき

ない状態が生じたとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利用

できなかった時間について、その時間に

対応するそのＬＡＮ型通信網サービスに

ついての料金 

４ 契約者回線等の移転に伴って、その契

約者回線等を利用できなくなった期間が

生じたとき 

利用できなくなった日から起算し、再び

利用できる状態とした日の前日までの日

数に対応するその契約者回線等の料金 

 

３ 第１項の期間において、契約者がＬＡＮ型通信網サービスと相互に接続する他社接続

回線を利用することができない状態が生じたときのＬＡＮ型通信網サービスの料金の

支払いは、次によります。 

(1) 他社接続回線の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他社接続回線に係

る契約者に帰する事由により、他社接続回線を利用することができなくなった場合

であっても、契約者は、そのＬＡＮ型通信網サービスに係る料金の支払いを要しま

す。 

(2)  前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、ＬＡＮ型通

信網サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。 

区   別 支払いを要しない料金 

1  契約者の責めによらない理由により、

他社接続回線と相互に接続するＬＡＮ型通

信網サービスを全く利用できない状態（そ

の契約に係る電気通信設備によるすべての

通信に著しい支障が生じ、全く利用できな

い状態と同程度の状態となる場合を含みま

す。）が生じた場合に、そのことを当社が

知った時刻から起算して、前項第３号の表

の１欄に規定する時間以上その状態が連続

したとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利用で

きなかった時間（前項第３号の表の１欄に

規定する時間の倍数である部分に限りま

す。）に対応するそのＬＡＮ型通信網サー

ビス（そのＬＡＮ型通信網サービスの一部

を利用できなかった場合は、その部分に限

ります。）についての料金 
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２ ＬＡＮ型通信網サービスと相互に接続

する他社接続回線に係る協定事業者又は

当社の故意又は重大な過失によりそのＬ

ＡＮ型通信網サービスを全く利用できな

い状態が生じたとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利用

できなかった時間について、その時間に

対応するそのＬＡＮ型通信網サービス

（そのＬＡＮ型通信網サービスの一部を

利用できなかった場合は、その部分に限

ります。）についての料金 

 

４ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金

を返還します。 

５ 第２項及び第３項の規定にかかわらず、そのＬＡＮ型通信網サービスに係る料金の扱

いについて、料金表第１表（料金）にサービス品質に係る定めがある場合は、その定め

るところによります。 
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（工事費の支払義務） 

第34条 契約者は、ＬＡＮ型通信網契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を

受けたときは、料金表に規定する工事費の支払いを要します。 

 ただし、工事の着手前にそのＬＡＮ型通信網契約の解除又はその工事の請求の取消し

（以下この条において「解除等」といいます。）があった場合は、この限りでありませ

ん。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還し

ます。 

２ 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、

その工事に関して解除等があったときまで着手した工事の部分について、その工事に要

した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その

費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

 

（線路設置費の支払義務） 

第35条 契約者は、次条第１項第１号の規定により設備費の支払いを要することとなる場

合を除いて、次の場合には、料金表に規定する線路設置費の支払いを要します。 

 ただし、契約者回線等の設置等の工事の着手前にそのＬＡＮ型通信網契約の解除又は

その工事の請求の取消し（以下この条において「解除等」といいます。）があった場合

は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、

当社は、その線路設置費を返還します。 

（１）契約者回線等の終端が区域外（収容区域のうち加入区域以外のものをいいます。以

下同じとします。）となる契約の申込み又は契約者回線等の増設の請求をし、その承

諾を受けたとき。 

（２）移転後の契約者回線等の終端が区域外となる契約者回線等の移転（移転後の契約者

回線等の終端が移転前の契約者回線等の終端と同一の構内（これに準ずる区域内を含

みます。）又は同一の建物内となるものを除きます。）の請求をし、その承諾を受けた

とき。 

（３）短期ＬＡＮ型通信網契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。 

２ 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、

その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事（区域外における契約者回線

等の新設の工事に限ります。）の部分について、その工事に要した費用を負担していた

だきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額

を加算した額とします。 
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（設備費の支払義務） 

第36条 契約者は、次の場合には、料金表に規定する設備費の支払いを要します。ただし、

契約者回線等の設置等の工事の着手前にそのＬＡＮ型通信網契約の解除又はその工事の

請求の取消し（以下この条において「解除等」といいます。）があった場合は、この限

りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設

備費を返還します。 

（１）異経路の請求をし、その承諾を受けたとき。 

（２）通常の電気通信設備以外の特別な電気通信設備の新設を要する契約の申込みをし、

その承諾を受けたとき。 

２ 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、

その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事（前項各号に掲げる異経路に

よる契約者回線及び特別な電気通信設備の新設の工事に限ります。）の部分について、

その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用

の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

 

（料金の計算方法等） 

第37条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表に定める

ところによります。 

 

（割増金） 

第38条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れ

た額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の２倍に相当す

る額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。 

 

（延滞利息） 

第39条 契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過

してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日まで

の日数について、年10％の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきま

す。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限り

でありません。 
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第９章 保守 

 

（契約者の維持責任） 

第40条 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設

備を技術基準に適合するよう維持していただきます。 

 

（契約者の切分責任） 

第41条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている

場合であって、契約者回線等その他当社の電気通信設備を利用することができなくなっ

たときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当

社に修理の請求をしていただきます。 

２ 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、ＬＡＮ型通信網サー

ビス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。 

３ 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合

において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備

又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していた

だきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額

を加算した額とします。 

 

（修理又は復旧の順位） 

第42条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部

を修理し、又は復旧することができないときは、第31条（通信利用の制限等）の規定に

より優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を

修理し、又は復旧します。この場合において、第１順位及び第２順位の電気通信設備は、

同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 

 

順位 修理又は復旧する電気通信設備 

１ 

気象機関に設置されるもの 
水防機関に設置されるもの 
消防機関に設置されるもの 
災害救助機関に設置されるもの 
警察機関に設置されるもの 
防衛機関に設置されるもの 
輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 
通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 
電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

２ 

ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 
水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 
選挙管理機関に設置されるもの 
別記13に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置
されるもの 
預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 
国又は地方公共団体の機関に設置されるもの（第１順位となるものを除きま
す。） 

３ 第１順位及び第２順位に該当しないもの 

（注）当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失し

た契約者回線等について、暫定的にその経路を変更することがあります。 
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第 10章 損害賠償 

 

（責任の制限） 

第43条 当社は、ＬＡＮ型通信網サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業

者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのＬＡＮ型通信網サー

ビスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上

その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。 

２ 前項の場合において、当社は、ＬＡＮ型通信網サービスが全く利用できない状態にあ

ることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間（24時間の倍数である部分に

限ります。）に対応するそのＬＡＮ型通信網サービスに係る料金額（そのＬＡＮ型通信

網サービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額）を発生し

た損害とみなし、その額に限って賠償します。 

３ 当社又は協定事業者の故意又は重大な過失によりＬＡＮ型通信網サービスの提供をし

なかったときは、第２項の規定は適用しません。 

（注）本条の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算

定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取扱います。 

 

（免責） 

第44条 当社は、契約者回線等の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に

関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由に

よるものであるときは、その損害を賠償しません。 

２ 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更

（以下この条において「改造等」といいます。）を要することとなる場合であっても、

その改造等に要する費用については負担しません。 

 ただし、端末設備等の接続の技術的条件（以下この条において「技術的条件」といい

ます。）の規定の変更（ＬＡＮ型通信網サービス取扱所に設置する電気通信設備の変更

に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。）により、現に契約者回線等に接続

されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その

改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。 
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第 11章 雑則 

 

（承諾の限界） 

第45条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾すること

が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障

があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請

求をした者に通知します。 

 ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります｡ 

 

（利用に係る契約者の義務） 

第46条 契約者は、次のことを守っていただきます。 

（１）当社がＬＡＮ型通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、

変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこ

と。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営

端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、こ

の限りでありません。 

（２）通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。 

（３）当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がＬＡＮ型通信網契約

に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 

（４）当社がＬＡＮ型通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意を

もって保管すること。 

２ 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社

が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただき

ます。 

 

（他人に使用させる場合の契約者の義務） 

第47条 契約者は、その契約者回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか

次のことを守っていただきます。 

（１）契約者は、前条の規定については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除い

て、その契約者回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。 

（２）契約者は、そのＬＡＮ型通信網サービスに関する料金又は工事に関する費用のうち、

その契約者回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの

責任を負うこと。 

（３）契約者は、当社が別に定める事項について、その契約者回線等に接続する自営端末

設備又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るもの

についても、当社に対して責任を負うこと。 

（注）本条第３号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用

とします。 

ア 第40条（契約者の維持責任） 

イ 第41条（契約者の切分責任） 

ウ 別記６（自営端末設備の接続） 

エ 別記７（自営端末設備に異常がある場合等の検査） 

オ 別記８（自営電気通信設備の接続） 

カ 別記９（自営電気通信設備に異常がある場合等の検査） 
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（契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等） 

第48条 契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等については、別記５に定めるとこ

ろによります。 

 

（ＬＡＮ型通信網サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧） 

第49条 ＬＡＮ型通信網サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。 

２ 当社は、当社が指定するＬＡＮ型通信網サービス取扱所において、ＬＡＮ型通信網サ

ービスを利用するうえで参考となる別記14の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。 

 

（法令に規定する事項） 

第50条 ＬＡＮ型通信網サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項につい

ては、その定めるところによります。 

（注）法令に定めがある事項については、別記6から別記10に定めるところによります。 

 

（契約者情報の取扱い） 

第51条 当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求

書の送付先、LAN型通信網サービスの提供先の設備又は工事に関する情報、契約者の顧

客情報等の情報を、当社又は協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約

の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の約款又は協定事業者の約款の

規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。 

  なお、LAN型通信網サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公

開するプライバシーポリシーにおいて定めます。 

(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託して

いる者に提供する場合を含みます。 

 

（閲覧） 

第52条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲

覧に供します。 
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別 記 

 

１ ＬＡＮ型通信網サービスの提供区域 

当社のＬＡＮ型通信網サービスの提供区域は、次に掲げる県の区域において提供しま

す。 

県 の 区 域         

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 

  上記に掲げる県の区域以外は、以下方式のうちいずれかで提供可能とします。 

（１）約款料金表第１表１適用の３欄で規定する、「イ 帯域保証型のもの （ギャ

ランティ型）」の「（ウ） 接続アクセス回線」のうち、「 c イーサネット方式

のもの」を提供します。 

  （２）西日本電信電話株式会社のＩＰ通信網サービスに関する契約約款および料金表

に規定するメニュー５－１及び５－２に係るものであって、その通信の態様に

よる細目が 100Mb/s、1Gb/s 品目が提供できる区域に、約款料金表第１表１適

用の３欄で規定する、「イ 帯域保証型のもの（ギャランティ型）の「（エ）

ベストエフォート型のもの」のうち、「タイプＦ」を提供します。ただし、上

記に掲げる県の区域の離島部および県の区域外は、約款料金表第１表２料金額

２－２加算額のカ欄に規定する、「タイプＦ VPN 装置コールドスタンバイ」を

追加提供することを必須とします。 

 

２ 契約者の地位の承継 

（１）相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併

後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添え

て、すみやかにＬＡＮ型通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。 

（２）（１）の場合に、地位を継承した者が２人以上あるときは、そのうちの１人を当社

に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様

とします。 

（３）当社は、（２）の規定による代表者の通知があるまでの間、その相続人のうちの１

人を代表者として取り扱います。 

 

３ 契約者の氏名等の変更 

契約者は、その氏名、名称又は住所もしくは居所に変更があったときは、これを証明

する書類を添えて、すみやかにＬＡＮ型通信網サービス取扱所に通知していただきます。 

 

４ 接続アクセス回線の料金の取扱い等 

 (1) 接続アクセス回線に係る料金は、その接続アクセス回線とその接続アクセス回線と

接続される他社接続回線とを合わせて定めるものとし、その他社接続回線に係る協定

事業者の契約約款及び料金表等に定めるところによります。 

 (2) (1)の規定により、他社接続回線に係る協定事業者が定める料金に関するその他の

取扱いについては、この約款に定めるものを除き、その協定事業者の契約約款及び料

金表等に定めるところによります。 

 

５ 契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等 

（１）契約者回線等の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。）又は建物内に

おいて、当社が契約者回線等を設置するために必要な場所は、その専用契約者から

提供していただきます。 

（２）当社がＬＡＮ型通信網契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に
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必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。 

（３）契約者は、契約者回線等の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。）又

は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使

用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただ

きます。 

 

６ 自営端末設備の接続 

（１）契約者は、その契約者回線等の終端において、又はその終端に接続されている電

気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備を接続するときは、その接

続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することにつ

いて指定認定機関（事業法第86条第１項に規定する登録認定機関又は事業法第104条

第2項に規定する承認認定機関をいいます。）の認定を受けた端末機器以外の自営端

末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただき

ます。 

（２）当社は、（１）の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。 

ア その接続が技術基準等に適合しないとき。 

イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。 

（３）当社は、（２）の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第１項で定める

場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を

行います。 

（４）（３）の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

（５）契約者がその自営端末設備を変更したときについても、（１）～（４）の規定に準

じて取り扱います。 

（６）契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたとき

は、そのことを当社に通知していただきます。 

 

７ 自営端末設備に異常がある場合等の検査 

（１）当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電

気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者

に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けること

を求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業

法施行規則第32条第２項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していた

だきます。 

（２）（１）の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

（３）（１）の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められ

ないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただ

きます。 

 

８ 自営電気通信設備の接続 

（１）契約者は、その契約者回線等の終端において、又はその終端に接続されている電

気通信設備を介して、その契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、そ

の接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の

内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請

求をしていただきます。 

（２）当社は、（１）の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。 

ア その接続が技術基準等に適合しないとき。 

イ その接続により当社の電気通信回線設備（送信の場所と受信の場所との間を

接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの
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付属設備をいいます。）の保持が経営上困難となることについて、事業法第70条

第１項第２号による総務大臣の認定を受けたとき。 

（３）当社は、（２）の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第１項で定める

場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を

行います。 

（４）（３）の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

（５）契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、（１）～（４）の規定

に準じて取り扱います。 

（６）契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずした

ときは、そのことを当社に通知していただきます。 

 

９ 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 

契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サ

ービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記７（自営端末設備に異常

がある場合等の検査）の規定に準じて取り扱います。 

 

１０ 当社の維持責任 

当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和60年郵政省令

第30号）に適合するよう維持します。 

 

１１ 協定事業者 

協定事業者名 

KDDI株式会社 

 

１２ 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 

当社は、契約者から要請があった時は、協定事業者の電気通信サービスの利用に係る申

込み、請求、届出、その他電気通信サービスに係る事項について、手続きの代行を行いま

す。 

 

１３ 新聞社等の基準 

区   分 基         準 

１ 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 

（１）政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議

することを目的としてあまねく発売されること。 

（２）発行部数が、１の題号について8,000部以上であること。 

２ 放送事業者 電波法（昭和25年法律第131号）の規定により放送局の免許を受

けた者 

３ 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備えた

日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュー

ス又は情報（広告を除きます。）をいいます。）を供給することを

主な目的とする通信社 

 

１４ 技術資料の項目 

自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件 

（１）物理的条件 

（２）電気的条件及び光学的条件 

（３）論理的条件 

（注）品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。 
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１５ インターネット接続事業者 

株式会社インターネットイニシアティブ 

ＢＢＩＸ株式会社 

ＫＤＤＩ株式会社 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 

ソフトバンク株式会社 

日本インターネットエクスチェンジ株式会社 

インターネットマルチフィード株式会社 

ビッグローブ株式会社 

ＫＴ 

Ｔｅｌｓｔｒａ 

Ｃｏｇｅｎｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ 

ＡＭＳ－ＩＸ 

ＢＢＩＸ－Ａｍｓｔｅｒｄａｍ 

Ａｎｙ２Ｅｘｃｈａｎｇｅ 

 

１６ 付加機能（インターネット接続機能に限る）における禁止事項 

契約者はインターネット接続機能の利用にあたり、以下の行為を行わないものとし

ます。 

(1) 他人の知的財産権（特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等）その他の権利

を侵害する行為または侵害するおそれのある行為 

(2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為または侵害するおそれの

ある行為 

(3) 他人を誹謗中傷し、またはその名誉若しくは信用を毀損する行為 

(4) （詐欺、業務妨害等の）犯罪行為またはこれを誘発若しくは扇動する行為 

(5) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれのある行為、 

または未承認医薬品等の広告を行う行為 

(6)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、ま

たは掲載する行為 

(7)無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、またはこれを勧誘する行為 

(8)インターネット接続機能により利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為 

(9)他人になりすましてインターネット接続機能を利用する行為（偽装するためにメー 

 ルヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。）  

(10)有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他人が受信可能な状態のまま放

置する行為  

(11)本人の同意を得ること無く不特定多数の者に対し、商業的宣伝若しくは勧誘の電子 

メールを送信する行為及びボイスモードに係る通信をする行為 

(12)本人の同意を得ること無く、他人が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある電子メ 

ールを送信する行為及びボイスモードに係る通信をする行為 

(13)当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、または与え

るおそれのある行為  

(14)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様 

でリンクをはる行為  

(15)公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為 

(16)ボイスモードの利用において、故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふく 

そうを生じさせるおそれがある行為 

(17)自らまたは第三者を利用して当社または当社の業務を委託している者の従業員等 
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（役員、派遣社員等を含む。「以下従業員」という。）に対する 

   次のア～カに掲げる行為で、当社の業務に著しい支障を及ぼすと当社が判断したも 

  の 

   ア 暴力、威嚇、脅迫、強要等 

   イ 暴言、性的な言動、誹謗中傷その他人格を攻撃する言動 

   ウ 長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ 

   エ 金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他要求内容に妥当性が

ないものや内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる

要求等  

オ その他従業員等の安全や精神衛生等を害するおそれのある言動等 

 

１７ IPアドレスまたはドメイン名に係る申請手続きの代行等 

   （付加機能（ISPオプション機能）に係るものに限る） 

(1) 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に代わって日本ネットワー

クインフォメーションセンター（以下「ＪＰＮＩＣ」といいます。）にそのインター

ネット接続機能に係るＩＰアドレスの割当て若しくは返却またはドメイン名の割当

て若しくは返却、日本レジストリサービス（以下「ＪＰＲＳ」といいます。）にその

インターネット接続機能に係るドメイン名（ＪＰＲＳによって割り当てられるもの

に限ります。以下17において同じとします。）の割当て、変更、移転若しくは廃止ま

たはＪＰＮＩＣ若しくはＪＰＲＳにそのインターネット接続機能に係るＪＰＮＩＣ

データベース（ＩＰアドレスまたはドメイン名の利用にあたりＪＰＮＩＣまたはＪ

ＰＲＳに登録される情報をいいます。以下同じとします。）の登録若しくは変更の申

請手続き等を行います。この場合、契約者は、ＪＰＮＩＣまたはＪＰＲＳに対して

支払いを要することとなる金額について当社が代行弁済することを承諾していただ

きます。 

(2) (1)の場合、契約者は、料金表に規定する手数料を支払っていただきます。 

(3) 契約者は、ドメイン名（そのISPオプション機能に係るものに限ります。以下17に

おいて同じとします。）を利用している場合は、料金表に規定する料金を支払ってい

ただきます。 

(4) 契約者は、ドメイン名を利用している場合において、IP通信網サービス契約の解除

または付加機能（ISPオプション機能）の廃止があったときは、そのドメイン名につ

いて、速やかに指定事業者（ＪＰＲＳに対しドメイン名に係る申請手続き等の代行

を行う事業者であって、ＪＰＲＳが定めるものをいいます。以下17において同じと

します。）の変更またはドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求をしていただきま

す。 

(5) (4)の場合において、一定期間経過後もなお指定事業者の変更またはドメイン名の

廃止の手続きに係る請求が行われなかったときは、当社は、そのドメイン名につい

て、次の申請手続きを行います。 

ア イ以外の場合 

ＪＰＲＳを指定事業者とみなしてＪＰＲＳへの指定事業者の変更の申請手続きを

行います。この場合、変更後のドメイン名に関する取扱いについては、ＪＰＲＳの

定めるところによります。 

イ そのドメイン名に係る(3)の規定する料金の支払いが行われていない場合 

ドメイン名の廃止の申請手続を行います。 

(6) 当社が割り当てるＩＰアドレスについては、当社のネットワーク設備の都合上、変

更させていただく場合がございます。この場合、自営端末設備などの設定変更に伴

う費用につきましては、当社は一切負担いたしません。 
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料金表 

通 則 

（料金等の設定） 

１ 他社接続回線（当社が別に定める協定事業者に係るものに限ります。）と接続して提

供するＬＡＮ型通信網サービスに係る料金及び工事に関する費用については、当社の提

供区間と当社が別に定める協定事業者の提供区間とを併せて当社が設定します。 

 なお、加算額及び工事費については、協定事業者の料金表の規定を準用した額としま

す。 

２ 削除  

（料金の計算方法等） 

３ 当社は、ＬＡＮ型通信網契約者がそのＬＡＮ型通信網契約に基づき支払う料金を暦月

に従って計算します。 

４ 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金（以下「月額料金」といいま

す。）をその利用日数に応じて日割します。 

（１）暦月の初日以外の日に契約者回線又は端末設備の提供の開始があったとき。 

（２）暦月の初日以外の日にＬＡＮ型通信網契約の解除又は端末設備の廃止があったとき。 

（３）暦月の初日に契約者回線又は端末設備の提供を開始し、その日にそのＬＡＮ型通

信網契約の解除又は端末設備の廃止があったとき。 

（４）料金月の初日以外の日にＬＡＮ型通信網サービスの品目の変更等により月額料金

の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増

加又は減少のあった日から適用します。 

（５）第 33 条（料金の支払義務）第２項第３号の表の規定に該当するとき。 

５ 前項の規定による料金の日割は、暦日数により行います。 

 

（端数処理） 

６ 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、

その端数を切り捨てます。 

 

（料金等の支払い） 

７ 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指

定するＬＡＮ型通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。 

８ 契約者は、料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払って

いただきます。 

 

（料金の一括後払い） 

９ 当社は、当社に特別の事情がある場合は、７及び８の規定にかかわらず、契約者の承

諾を得て、２か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただ

くことがあります。 

 

（前受金） 

10 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が

別に定める条件に従って、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。 

（注）10に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件とし

て預かることとします。 

 

（消費税相当額の加算） 

11 第33条（料金の支払義務）から第36条（設備費の支払義務）までの規定等により料金
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表に定める料金支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額（税抜額

（消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。））に基づき計算した額

に消費税相当額を加算した額とします。 

なお、支払を要するものとされている額と料金表に表示する税込額（税抜額に消費税

相当額を加算した額をいいます。以下同じとします）により計算した額とは差が生じる

場合があります。 

 

（料金等の臨時減免） 

12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわ

らず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。 

（注）当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のＬＡＮ型通信網サービス取扱所に掲

示する等の方法により、そのことをお知らせします。 
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第１表 料金 

１ 適用 

区  分 内     容 

(1) 収容区域及び

加入区域の設定 

 

ア 当社は、ＬＡＮ型通信網サービスの提供区域について、１のＬ

ＡＮ型通信網サービス取扱局に契約者回線を収容する区域（以

下「収容区域」といいます。）及びその収容区域のうち、特別な

料金（線路設置費及び線路に関する加算額）の支払いを必要と

しないでＬＡＮ型通信網サービスを提供する区域（以下「加入

区域」といいます。）を定めます。（短期ＬＡＮ型通信網契約を

除く。） 

イ 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的・経済

的・地理的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を

考慮して設定します。 

(2) 料金の適用 ＬＡＮ型通信網サービスの料金は、次のとおり適用します。 

ア 帯域保証型以外のもの (ベストエフォート型) 

（ア）その契約者回線等の全てが１の中継局設備に収容される

場合、そのＬＡＮ型通信網サービスの態様に応じて契約

者回線等の部分の料金を適用します｡ 

  （イ）（ア）以外の場合。そのＬＡＮ型通信網サービスの態様

に応じて契約者回線等及び中継回線の部分の料金を合算

して適用します。 

イ 帯域保証型のもの (ギャランティ型) 

（ア）その契約者回線等の全てが１の県（但し、タイプⅢにつ

いては１の中継局設備とする）に収容される場合、その

ＬＡＮ型通信網サービスの態様に応じて契約者回線等の

部分の料金を適用します｡ 

（イ）（ア）以外の場合。そのＬＡＮ型通信網サービスの態様

に応じて契約者回線等及び中継回線、接続アクセス回線

の部分の料金を合算して適用します。 
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(3) ＬＡＮ型通信

網サービスの品

目に係る料金の

適用 

当社は、料金額を適用するにあたって、次のとおり品目を定めま

す。 

 

ア 帯域保証型以外のもの (ベストエフォート型) 

（ア）契約者回線等 

品 目 内   容 

10Mb/s 最大10Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

100Mb/s 最大100Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

1Gb/s 最大1Gbit/sの符号伝送が可能なもの 

備考 

 契約者が指定することができる契約者回線等の終端の場所

は、当社が別に定めるＬＡＮ型通信網サービス取扱局の収容区

域内に限ります。 

 なお、1Gb/sのものについては、中継回線を使用しないもの

に限って提供します。 

 

（イ）中継回線 

品 目 内   容 

10Mb/s 最大10Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

100Mb/s 最大100Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

備考 

帯域保証選択型以外のものの中継回線は県内、県間それぞれに

おける中継局相互間の回線１回線ごとに適用します。 

 

イ 帯域保証型のもの (ギャランティ型) 

（ア） 契約者回線等 

ａ ギャランティ型のもの 

(a) 最低伝送速度を超える利用が可能なもの（タイプⅠ プ

レミアム） 

品 目 

内   容 契約者回線

インタフェ

ース 

上限伝

送速度 

最低伝 

送速度 

10Mb/s 10Mb/s 0.5Mb/s 
契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

10Mbit/s までの、最低伝送速

度が0.5Mbit/sの符号伝送が可

能なもの 

  
1Mb/s 

契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

10Mbit/s までの、最低伝送速

度が1Mbit/sの符号伝送が可能

なもの 
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2Mb/s 

契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

10Mbit/s までの、最低伝送速

度が2Mbit/sの符号伝送が可能

なもの 

  
3Mb/s 

契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

10Mbit/s までの、最低伝送速

度が3Mbit/sの符号伝送が可能

なもの 

  
4Mb/s 

契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

10Mbit/s までの、最低伝送速

度が4Mbit/sの符号伝送が可能

なもの 

  
5Mb/s 

契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

10Mbit/s までの、最低伝送速

度が5Mbit/sの符号伝送が可能

なもの 

  
6Mb/s 

契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

10Mbit/s までの、最低伝送速

度が6Mbit/sの符号伝送が可能

なもの 

  
7Mb/s 

契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

10Mbit/s までの、最低伝送速

度が7Mbit/sの符号伝送が可能

なもの 

  
8Mb/s 

契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

10Mbit/s までの、最低伝送速

度が8Mbit/sの符号伝送が可能

なもの 

  
9Mb/s 

契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

10Mbit/s までの、最低伝送速

度が9Mbit/sの符号伝送が可能

なもの 

  
10Mb/s 

契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

10Mbit/s までの、最低伝送速

度が10Mbit/sの符号伝送が可

能なもの 
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 20M

b/s 10Mb/s 
契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

20Mbit/s までの、最低伝送速

度が10Mbit/sの符号伝送が可

能なもの 

 40M

b/s 20Mb/s 
契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

40Mbit/s までの、最低伝送速

度が20Mbit/sの符号伝送が可

能なもの 

 60M

b/s 30Mb/s 
契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

60Mbit/s までの、最低伝送速

度が30Mbit/sの符号伝送が可

能なもの 

 80M

b/s 40Mb/s 
契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

80Mbit/s までの、最低伝送速

度が40Mbit/sの符号伝送が可

能なもの 

 100

Mb/

s 

50Mb/s 
契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

100Mbit/s までの、最低伝送

速度が50Mbit/sの符号伝送が

可能なもの 

  
60Mb/s 

契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

100Mbit/s までの、最低伝送

速度が60Mbit/sの符号伝送が

可能なもの 

  
70Mb/s 

契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

100Mbit/s までの、最低伝送

速度が70Mbit/sの符号伝送が

可能なもの 

  
80Mb/s 

契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

100Mbit/s までの、最低伝送

速度が80Mbit/sの符号伝送が

可能なもの 

  
90Mb/s 

契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

100Mbit/s までの、最低伝送

速度が90Mbit/sの符号伝送が

可能なもの 



 

 30

100Mb

/s 

100

Mb/

s 

100Mb/s 
契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

100Mbit/s までの、最低伝送

速度が100Mbit/sの符号伝送が

可能なもの 

備考 

１ ＬＡＮ型通信網が通常状態にある場合に、契約者が指定する

最低伝送速度（契約者があらかじめ指定する最低利用可能な符

号伝送速度をいいます。以下同じとします。）による通信を行

うことができ、かつ網に余裕がある場合に上限伝送速度による

通信が可能です。 

２ 県内の中継回線料金は不要です。 

３ 通信の相手先となる契約者回線又は中継回線に係る上限伝送

速度、最低伝送速度が、その契約者回線又は中継回線に係る上

限伝送速度、最低伝送速度より小さい場合に通信可能な伝送速

度は、その通信の相手先の上限伝送速度、最低伝送速度又は上

限伝送速度及び最低伝送速度までとします。 

４ 同一のＬＡＮ型通信網契約もしくは短期ＬＡＮ型通信網契約

においてタイプⅡ スタンダード及びタイプⅢ バリューとの混

在はご利用いただけません。 

 

 

(b) 最低伝送速度を超える利用が可能であり、同一の中継局

の収容区域における通信のみが可能なもの（タイプⅢ 

バリュー） 

品 目 

内   容 
契約者回線

インタフェ

ース 

上限伝

送速度 

最低伝 

送速度 

10Mb/s 1Mb/s 0.5Mb/s 
契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

1Mbit/s までの、最低伝送速度

が0.5Mbit/sの符号伝送が可能

なもの 

 
2Mb/s 1Mb/s 

契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

2Mbit/s までの、最低伝送速度

が1Mbit/sの符号伝送が可能な

もの 

 
4Mb/s 2Mb/s 

契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

4Mbit/s までの、最低伝送速度

が2Mbit/sの符号伝送が可能な

もの 
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6Mb/s 3Mb/s 

契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

6Mbit/s までの、最低伝送速度

が3Mbit/sの符号伝送が可能な

もの 

 
8Mb/s 4Mb/s 

契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

8Mbit/s までの、最低伝送速度

が4Mbit/sの符号伝送が可能な

もの 

 
10Mb/s 5Mb/s 

契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

10Mbit/s までの、最低伝送速

度が5Mbit/sの符号伝送が可能

なもの 

 
10Mb/s 10Mb/s 

契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

10Mbit/s までの、最低伝送速

度が10Mbit/sの符号伝送が可

能なもの 

 
20Mb/s 10Mb/s 

契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

20Mbit/s までの、最低伝送速

度が10Mbit/sの符号伝送が可

能なもの 

 
40Mb/s 20Mb/s 

契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

40Mbit/s までの、最低伝送速

度が20Mbit/sの符号伝送が可

能なもの 

 
60Mb/s 30Mb/s 

契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

60Mbit/s までの、最低伝送速

度が30Mbit/sの符号伝送が可

能なもの 

 
80Mb/s 40Mb/s 

契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

80Mbit/s までの、最低伝送速

度が40Mbit/sの符号伝送が可

能なもの 

 
100Mb/s 50Mb/s 

契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

100Mbit/s までの、最低伝送

速度が50Mbit/sの符号伝送が

可能なもの 
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100Mb/s 60Mb/s 

契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

100Mbit/s までの、最低伝送

速度が60Mbit/sの符号伝送が

可能なもの 

 
100Mb/s 70Mb/s 

契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

100Mbit/s までの、最低伝送

速度が70Mbit/sの符号伝送が

可能なもの 

 
100Mb/s 80Mb/s 

契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

100Mbit/s までの、最低伝送

速度が80Mbit/sの符号伝送が

可能なもの 

備考 

１ ＬＡＮ型通信網が通常状態にある場合に、契約者が指定する

最低伝送速度（契約者があらかじめ指定する最低利用可能な符

号伝送速度をいいます。以下同じとします。）による通信を行

うことができ、かつ網に余裕がある場合に上限伝送速度以内で

最低伝送速度以上の通信が可能です。 

２ 県内及び県間の中継回線はご利用いただけません。 

３ 通信の相手先となる契約者回線に係る上限伝送速度及び最低

伝送速度が、その契約者回線に係る上限伝送速度及び最低伝送

速度より小さい場合に通信可能な伝送速度は、その通信の相手

先の上限伝送速度、最低伝送速度までとします。 

４ 同一のＬＡＮ型通信網契約もしくは短期ＬＡＮ型通信網契約

においてタイプⅠ プレミアム及びタイプⅡ スタンダードとの混

在はご利用いただけません。 

 

 

(c) (a)、及び(b)以外のもの（タイプⅡ スタンダード） 

品 目 

内   容 
契約者回線

インタフェ

ース 

上限伝

送速度 

最低伝 

送速度 

10Mb/s 0.5Mb/s 0.5Mb/s 
契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

0.5Mbit/s までの、最低伝送速

度が0.5Mbit/sの符号伝送が可

能なもの 

 
1Mb/s 1Mb/s 

契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

1Mbit/s までの、最低伝送速度

が1Mbit/sの符号伝送が可能な

もの 
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2Mb/s 2Mb/s 

契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

2Mbit/s までの、最低伝送速度

が2Mbit/sの符号伝送が可能な

もの 

 
3Mb/s 3Mb/s 

契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

3Mbit/s までの、最低伝送速度

が3Mbit/sの符号伝送が可能な

もの 

 
4Mb/s 4Mb/s 

契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

4Mbit/s までの、最低伝送速度

が4Mbit/sの符号伝送が可能な

もの 

 
5Mb/s 5Mb/s 

契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

5Mbit/s までの、最低伝送速

度が5Mbit/sの符号伝送が可能

なもの 

 
6Mb/s 6Mb/s 

契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

6Mbit/s までの、最低伝送速

度が6Mbit/sの符号伝送が可能

なもの 

 
7Mb/s 7Mb/s 

契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

7Mbit/s までの、最低伝送速

度が7Mbit/sの符号伝送が可能

なもの 

 
8Mb/s 8Mb/s 

契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

8Mbit/s までの、最低伝送速

度が8Mbit/sの符号伝送が可能

なもの 

 
9Mb/s 9Mb/s 

契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

9Mbit/s までの、最低伝送速

度が9Mbit/sの符号伝送が可能

なもの 

 
10Mb/s 10Mb/s 

契約者回線インタフェースが

10Mbit/sで上限伝送速度が

10Mbit/s までの、最低伝送速

度が10Mbit/sの符号伝送が可

能なもの 
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100Mb

/s 20Mb/s 20Mb/s 
契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

20Mbit/s までの、最低伝送速

度が20Mbit/sの符号伝送が可

能なもの 

 
30Mb/s 30Mb/s 

契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

30Mbit/s までの、最低伝送速

度が30Mbit/sの符号伝送が可

能なもの 

 
40Mb/s 40Mb/s 

契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

40Mbit/s までの、最低伝送速

度が40Mbit/sの符号伝送が可

能なもの 

 
50Mb/s 50Mb/s 

契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

50Mbit/s までの、最低伝送速

度が50Mbit/sの符号伝送が可

能なもの 

 
60Mb/s 60Mb/s 

契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

60Mbit/s までの、最低伝送速

度が60Mbit/sの符号伝送が可

能なもの 

 
70Mb/s 70Mb/s 

契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

70Mbit/s までの、最低伝送速

度が70Mbit/sの符号伝送が可

能なもの 

 
80Mb/s 80Mb/s 

契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

80Mbit/s までの、最低伝送速

度が80Mbit/sの符号伝送が可

能なもの 

 
90Mb/s 90Mb/s 

契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

90Mbit/s までの、最低伝送速

度が90Mbit/sの符号伝送が可

能なもの 

 
100Mb/s 100Mb/s 

契約者回線インタフェースが

100Mbit/sで上限伝送速度が

100Mbit/s までの、最低伝送

速度が100Mbit/sの符号伝送が

可能なもの 
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1Gb/s 
200Mb/s 200Mb/s 

契約者回線インタフェースが

1Gbit/s で 上 限 伝 送 速 度 が

200Mbit/s までの、最低伝送

速度が200Mbit/sの符号伝送が

可能なもの 

 
300Mb/s 300Mb/s 

契約者回線インタフェースが

1Gbit/s で 上 限 伝 送 速 度 が

300Mbit/s までの、最低伝送

速度が300Mbit/sの符号伝送が

可能なもの 

 
400Mb/s 400Mb/s 

契約者回線インタフェースが

1Gbit/s で 上 限 伝 送 速 度 が

400Mbit/s までの、最低伝送

速度が400Mbit/sの符号伝送が

可能なもの 

 
500Mb/s 500Mb/s 

契約者回線インタフェースが

1Gbit/s で 上 限 伝 送 速 度 が

500Mbit/s までの、最低伝送

速度が500Mbit/sの符号伝送が

可能なもの 

 
600Mb/s 600Mb/s 

契約者回線インタフェースが

1Gbit/s で 上 限 伝 送 速 度 が

600Mbit/s までの、最低伝送

速度が600Mbit/sの符号伝送が

可能なもの 

 
700Mb/s 700Mb/s 

契約者回線インタフェースが

1Gbit/s で 上 限 伝 送 速 度 が

700Mbit/s までの、最低伝送

速度が700Mbit/sの符号伝送が

可能なもの 

 
800Mb/s 800Mb/s 

契約者回線インタフェースが

1Gbit/s で 上 限 伝 送 速 度 が

800Mbit/s までの、最低伝送

速度が800Mbit/sの符号伝送が

可能なもの 

 
900Mb/s 900Mb/s 

契約者回線インタフェースが

1Gbit/s で 上 限 伝 送 速 度 が

900Mbit/s までの、最低伝送

速度が900Mbit/sの符号伝送が

可能なもの 

1Gb/s 
1Gb/s 1Gb/s 

契約者回線インタフェースが

1Gbit/s で 上 限 伝 送 速 度 が

1Gbit/s までの、最低伝送速

度が1Gbit/sの符号伝送が可能

なもの 
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備考 

１ ＬＡＮ型通信網が通常状態にある場合に、契約者が指定する

最低伝送速度による通信を行うことができます。なお、網に余裕

がある場合でも最低伝送速度を超えての通信はできません。 

２ 県内の中継回線料金は不要です。 

３ 通信の相手先となる契約者回線又は中継回線に係る最低伝送

速度が、その契約者回線又は中継回線に係る最低伝送速度より小

さい場合に通信可能な伝送速度は、その通信の相手先の最低伝送

速度までとします。 

４ 同一のＬＡＮ型通信網契約もしくは短期ＬＡＮ型通信網契約

においてタイプⅠ プレミアム及びタイプⅢ バリューとの混在は

ご利用いただけません。 

 

ｂ 高速ディジタル方式のもの 

 削除 

 

（イ） 中継回線 

品 目 内   容 

0.5Mb/s 最低伝送速度が0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

1Mb/s 最低伝送速度が1Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

2Mb/s 最低伝送速度が2Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

3Mb/s 最低伝送速度が3Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

4Mb/s 最低伝送速度が4Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

5Mb/s 最低伝送速度が5Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

6Mb/s 最低伝送速度が 6Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

7Mb/s 最低伝送速度が 7Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

8Mb/s 最低伝送速度が 8Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

9Mb/s 最低伝送速度が 9Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

10Mb/s 最低伝送速度が 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

20Mb/s 最低伝送速度が20Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

30Mb/s 最低伝送速度が30Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

40Mb/s 最低伝送速度が40Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

80Mb/s 最低伝送速度が80Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

100Mb/s 最低伝送速度が100Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

200Mb/s 最低伝送速度が200Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

300Mb/s 最低伝送速度が300Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

400Mb/s 最低伝送速度が400Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

500Mb/s 最低伝送速度が500Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

600Mb/s 最低伝送速度が600Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

700Mb/s 最低伝送速度が700Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

800Mb/s 最低伝送速度が800Mbit/sの符号伝送が可能なもの 
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900Mb/s 最低伝送速度が900Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

1Gb/s  最低伝送速度が1Gbit/sの符号伝送が可能なもの 

備考 

１ 中継回線は、ＬＡＮ型通信網が通常状態にある場合に契約者

が指定する最低伝送速度による通信を行うことができ、かつ網

に余裕がある場合に最低伝送速度以上の通信が可能です。 

２ 中継回線は、各県庁所在地の中継局から県間相互の通信が可

能となるＬＡＮ型通信網へ接続する回線１回線ごとに適用しま

す。 

３ 契約者回線の利用が１県で１回線の場合、その県に係る中継

回線の品目は、その契約者回線の最低伝送速度と同等もしくは

それ以上を選択していただきます。 

 

 

（ウ） 接続アクセス回線 

ａ 高速ディジタル方式のもの 

  削除 

 

ｂ ＡＴＭデータ通信方式のもの 

 削除 
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 ｃ イーサネット方式のもの（ａ又はｂ以外のもの） 

品 目 内   容 

0.5Mb/s 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

1Mb/s 1Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

2Mb/s 2Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

3Mb/s 3Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

4Mb/s 4Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

5Mb/s 5Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

10Mb/s 最低伝送速度が 10Mbit/s の符号伝送が可能なも

の 

100Mb/s 最低伝送速度が100Mbit/sの符号伝送が可能なも

の 

備考 

イーサネット方式のものに係る通信の態様による細目は､ 

ＫＤＤＩ株式会社のパワードイーサネットサービス契約約款

及び料金表に規定するパワードイーサネットサービスの専用

型のものとします。 

 

（エ） ベストエフォート型のもの 

タイプ 品 目 内   容 

タイプＢ 100Mb/s 最大100Mbit/sの符号伝送が可能な

もの 

1Gb/s 最大1Gbit/sの符号伝送が可能なも

の 

タイプＦ 100Mb/s 契約者が他の電気通信事業者より提

供を受けている電気通信回線を使用

して最大100Mbit/sの通信ができる

もの 

1Gb/s 契約者が他の電気通信事業者より提

供を受けている電気通信回線を使用

して最大1Gbit/sの通信ができるも

の 

備考 

１ ベストエフォート型は符号伝送速度を規定しないサービ

スです。 

２ タイプＦは契約者が西日本電信電話株式会社のＩＰ通信

網サービスに関する契約約款および料金表に規定するメ

ニュー５－１及び５－２に係るものであって、その通信

の態様による細目が 100Mb/s、1Gb/s 品目のものに限りま

す。 
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(4)細目に係る料金

の適用 

ア 接続アクセス回線の高速ディジタル方式のものは削除。 

 

イ ＡＴＭデータ通信網方式のものは削除。 

 

ウ イーサネット方式のものに係る接続アクセス回線について

は、約款第33条（料金の支払義務）第２項第３号の表の１欄中

「24 時間」とあるのは、「１時間」と読み替えて適用するも

のとします。 

(5) 最低利用期間

内にＬＡＮ型通

信網契約の解除

等があった場合

の料金の適用 

ア ＬＡＮ型通信網サービスには、短期ＬＡＮ型通信網契約に係

るもの及び異経路によるものを除いて、最低利用期間がありま

す。 

イ 契約者は、最低利用期間内にＬＡＮ型通信網契約の解除があ

った場合は、第33条（料金の支払義務）及び料金表通則の規定

にかかわらず、残余の期間に対応する料金に相当する額を一括

して支払っていただきます。 

ウ 契約者は、最低利用期間内にＬＡＮ型通信網サービスの品目

の変更があった場合は、変更前の料金の額から、変更後の料金

の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗

じて得た額を、一括して支払っていただきます。 

エ ウの場合に、品目の変更と同時にその契約者回線の設置場所

において、契約者回線の新設又はＬＡＮ型通信網契約の解除を

行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の契約者回線の料

金を合算して行います。 
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(6) サービス品質

（ 故 障 回 復 時

間）に係る料金

の適用 

ア 当社は、ＬＡＮ型通信網契約者の帯域保証型のもの（接続ア

クセス回線に係るもの並びにベストエフォート型のもの並びに

付加機能に係るものを除きます。以下この欄において同じとし

ます。）について、契約者の責めによらない理由により、ＬＡＮ

型通信網サービスを全く利用できない状態（ＬＡＮ型通信網サ

ービスの契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支

障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みま

す。以下この表において同じとします。）が生じた場合におい

て、そのことを当社が知った時刻（約款第41条（契約者の切分

責任）の規定によりそのＬＡＮ型通信網契約者が当社に修理の

請求をした時刻（その時刻以前に当社がそのことを知った場合

は、その知った時刻とします。）とします。）から起算して30 分

以上その状態が連続したときは、そのＬＡＮ型通信網サービス

（ＬＡＮ型通信網サービスの一部を利用できなかった場合は、

その部分に限ります。）に係る料金（以下この表において「故障

回復時間返還料金額」といいます。）を返還します。 

ただし、次の場合は、この限りではありません。 

この場合の料金の取扱いについては、当社は約款第33条（料金

の支払義務）第２項第３号及び第３項第２号の規定を適用しま

す。 

 （ア）約款第27条の４（接続休止）の規定により接続休止とし

たとき。 

 （イ）約款第28条（利用中止）第１項の規定によりＬＡＮ型通

信網サービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじ

めそのＬＡＮ型通信網契約者に通知したとき。 

イ  アの規定する故障回復時間返還料金

額は、そのＬＡＮ型通信網サービスを

全く利用できない状態が回復した時点

における２（料金額）に規定する回線

使用料及び加算額の合計額（この表の

(1)欄から(5)欄、(9)欄から(13)欄ま

で及び(15)欄までの適用による場合

は、適用した後の額とし、以下この欄

において「故障回復時間返還基準額」

といいます。）に、次表に規定する料

金返還率を乗じて得た額とします。ア

に規定する状態が連続した時間 

料金返還率 

30 分以上１時間未満 ３％ 

１時間以上２時間未満 １０％ 

２時間以上４時間未満 ２０％ 

４時間以上６時間未満 ３０％ 

６時間以上８時間未満 ４０％ 

８時間以上 48時間未満 ５０％ 

48 時間以上 １００％ 
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 ウ 当社は、イの規定により算出した故障回復時間返還料金額の

返還にあたっては、次の（ア）又は（イ）の規定により算出し

た料金額（以下この表において「故障回復時間返還上限額」と

いいます。）を上限として返還します。 

（ア）（イ）以外の場合 

その暦月におけるそのＬＡＮ型通信網契約に係る故障回復

時間返還基準額（その暦月において料金表通則の４の規定す

る場合が生じたときは、適用した後の額とします。）の額

（約款第33条（料金の支払義務）第２項第３号及び第３項第

２号の規定により支払いを要しないこととなる料金額を減じ

た額とします。） 

（イ）その暦月がＬＡＮ型通信網サービスの提供を開始した暦月

であって、そのＬＡＮ型通信網サービスの提供を開始した日

がその暦月の初日以外の日の場合 

その暦月及び翌暦月について、それぞれ（ア）の規定に準

じた方法で算出した料金額の合計額 

エ アの場合において、そのＬＡＮ型通信網サービスを全く利用

できない状態が連続した場合が１の暦月（ウの（イ）の規定に

該当する場合は、その規定に係る２の暦月とします。以下この

欄において同じとします。）において複数回となるときは、当

社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還しま

す。 

ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時

間返還上限額を超える場合は、故障回復時間返還上限額を返還

します。 

オ この欄の規定による料金の返還とこの表の(7)欄及び(8)欄の

規定による料金の返還を１の暦月に同時に行う場合の故障回復

時間返還料金額の取扱いについては、(8)欄の規定に定めるとこ

ろによります。 

(7) サービス品質

（ 網 内 遅 延 時

間）に係る料金

の適用 

ア 当社は、ＬＡＮ型通信網契約者の帯域保証型のもの（接続ア

クセス回線に係るもの及びベストエフォート型のもの並びに付

加機能に係るものを除きます。以下この欄において同じとしま

す。）について、当社が別に定める提供区間において当社が別

に定める方法により測定した遅延時間（その区間の一端から送

信されたＩＰパケットがその区間の往復に要する時間をいいま

す。）の暦月単位での平均時間が20ミリ秒を超えた場合は、１

の暦月における２（料金額）に規定する料金（２の２－２の

（エ）及び２の２－３を除き、この表の(1)欄から(5)欄、(9)欄

から(13)欄までの適用又は料金表通則の４の規定による場合

（約款第33 条（料金の支払義務）第２項第３号及び第３項第２

号の規定に係るものを除きます。）は、適用した後の額としま

す。）に3%を乗じて得た額（以下この表において「遅延時間返

還料金額」といいます。）をその契約者に返還します。 

ただし、そのＬＡＮ型通信網サービスについて、その１の暦

月を連続して利用中止又は利用停止があったときは、この限り

ではありません。 

 

イ この欄の規定による料金の返還とこの表の(6)欄及び(8)欄の
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規定による料金の返還を１の暦月に同時に行う場合の故障回復

時間返還料金額の取扱いについては、(8)欄の規定に定めるとこ

ろによります。 

(8) サービス品質

（稼働率）に係

る料金の適用 

ア 当社は、ＬＡＮ型通信網サービスのうち帯域保証型のもの

（接続アクセス回線に係るもの及びベストエフォート型のもの

並びに付加機能に係るものを除きます。以下この欄において同

じとします。）について、当社が別に定める提供区間において

イに規定する稼働率が99.99％を下回った場合は、１の暦月にお

ける２（料金額）に規定する料金（２の２－２の（エ）及び２

の２－３を除き、この表の(1)欄から(5)欄、(9)欄から(13)欄ま

での適用又は料金表通則の４の規定による場合（約款第33 条

（料金の支払義務）第２項第３号及び第３項第２号の規定に係

るものを除きます。）は、適用した後の額とします。）に次表

に規定する料金返還率を乗じて得た額（以下この表において

「稼働率返還料金額」といいます。）をその契約者に返還しま

す。 

ただし、約款第28条（利用中止）第1項の規定によりLAN型通

信網サービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじ

めそのLAN型通信網契約者に通知したときは、この限りではあり

ません。 

稼働率 料金返還率 

99.8%以上99.99%未満 1% 

98.0%以上99.8%未満 3% 

95.0%以上98.0%未満 10% 

90.0%以上95.0%未満 20% 

90.0%未満 100% 

イ １の暦月における稼働率は、契約者の責めによらない理由に

よりそのＬＡＮ型通信網サービスを全く利用できない状態が生

じた場合の時間を１の暦月ごとに合算し分数に換算した時間

を、その暦月における利用日数を分数に換算した時間から減じ

て得た時間を、その暦月における利用日数を分数に換算した時

間で除して算出します。 

ウ この欄の規定とこの表の(6)欄及び(7)欄の規定のうちいずれ

か２以上を１の暦月に同時に適用する場合は、当社は、故障回

復時間返還料金額、網内遅延時間返還料金額及び稼働率返還料

金額の合計額を返還します。 

  ただし、その合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合

は、当社は、故障回復時間返還上限額を返還します。 
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(9) 契約者回線の

終端がＬＡＮ型

通信網サービス

区域外にある場

合の加算料の適

用 

ア その契約者回線の終端に係るＬＡＮ型通信網サービス取扱局

の加入区域を超える地点から引込柱（その契約者回線等の終端

に最も近い距離にある電柱（ケーブル引込みの場合は配線盤）

をいいます。以下同じとします。）までの線路（以下「区域外線

路」といいます。）について、区域外線路に係る加算額を適用し

ます。（短期ＬＡＮ型通信網契約を除く。） 

イ 加入区域の設定・変更、契約者回線数の変更等により区域外

線路の変更があったときは、加算額を再設定します。 

ウ その契約者回線が異経路（(11)の「異経路の線路」の部分に

限ります。）によるものであるときは、前ア、イの規定は適用し

ません。 

(10) 短期ＬＡＮ型

通信網契約の料

金の適用 

短期ＬＡＮ型通信網契約のために新設した線路については、区域

外線路に係る加算額を適用します。 

(11) 異経路による

契約者回線の料

金の適用 

ア 契約者回線の終端が直接収容されているＬＡＮ型通信網サー

ビス取扱局の収容区域を越える地点から引込柱までの線路（以

下「異経路の線路」といいます。）について、異経路の線路の加

算額を適用します。 

イ 異経路の線路に係る加算額については、耐用年数を経過した

ときは、再算定します。 

(12) 復旧等に伴い

契約者回線等の

経路を変更した

場合の料金の適

用 

故障又は滅失した契約者回線等の修理又は復旧をする場合に一時

的にその経路を変更した場合の料金（区域外線路及び異経路の線

路に関する加算額を含みます。）は、その契約者回線等を変更前の

経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 
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 (13) 長期継続利

用に係る料金の

適用 

ア 当社は、ＬＡＮ型通信網契約者からそのＬＡＮ型通信網契約

（短期ＬＡＮ型通信網契約及びベストエフォート型のものを除き

ます。以下この欄において同じとします。）について、次表に定

める期間の継続利用（以下「長期継続利用」といいます。）の申

出があった場合には、その期間における料金については、２の２

－１の額から同表に規定する額を減額して適用します。この場

合、長期継続利用には同表の２種類があり、あらかじめいずれか

１つを選択していただきます。 

 

種  類 
継続して利 

用する期間 
料金の減額（月額） 

（ア）３年利用 ３年間 
2の2-1の額に0.05を乗じ

て得た額 

（イ）６年利用 ６年間 
2の2-1の額に0.11を乗じ

て得た額 

 

イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を

当社が承諾した日（ＬＡＮ型通信網契約の申込みと同時に長期継

続利用の申出があった場合は、そのＬＡＮ型通信網サービスの提

供を開始した日）から適用します。 

ウ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間（以下この

欄において「長期継続利用期間」といいます。）には、契約者回

線の利用の一時中断及びＬＡＮ型通信網サービスの利用停止があ

った期間を含むものとします。 

エ 当社は、長期継続利用に係るＬＡＮ型通信網契約について、

そのＬＡＮ型通信網契約の解除があった場合には、長期継続利用

を廃止します。 

オ 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間満了後も長

期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了

日の10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社

に申し出ていただきます。 
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 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更

については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の

長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができま

す。 

キ カの規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更

後の種類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当

社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期

継続利用期間満了日については、変更前の種類の長期継続利用の

適用を開始した日から起算して算出します。 

ク 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間の満了前に

ＬＡＮ型通信網サービスの品目の変更によりそのＬＡＮ型通信網

契約に係る料金が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった

場合には、それぞれ次に掲げる額を当社が定める期日までに一括

して支払っていただきます。 

 

区  分 支払いを要する額 

（ア）品目の変更によ

り料金が減少した

場合 

残余の期間に対応する2の2-1の料

金の差額（減少前の料金から減少

後の料金を控除して得た額をいい

ます。）に0.3を乗じて得た額 

（イ）長期継続利用の

廃止があった場合 

残余の期間に対応する廃止前の2の

2-1の料金に0.3を乗じて得た額 

 

ケ 長期継続利用の開始から１年以内（長期継続利用の継続の場

合を含みます。）にクの表の（イ）に該当する場合が生じた場合

においては、その期間において支払われる料金の総額（同表に基

づき算定した支払いを要する額を含みます。）が、その契約者回

線が最低利用期間に契約の解除があった場合において支払われる

料金の総額を下回る場合には、その差額を当社が定める期日まで

に一括して支払っていただきます。 
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(14) 多回線利用に

係る料金の適

用 

ア 当社は、そのＬＡＮ型通信網契約について、(3) のア（帯域

保証型以外のもの）に規定する品目で当社の１の中継局設備に収

容される契約者回線の数が20回線以上（以下「多回線利用」とい

います。）となる場合は、その料金月における基本回線料の契約

者回線等の部分の料金については、２の２－１の(1) の①の額か

ら同表に規定する額を減額して適用します。 

契約者回線１回線ごとに 

１の中継局設備に収容される契

約者回線の数 
料金の減額（月額） 

20回線以上30回線以下の場合 
２の2-1の(1) の①の額に0.1

を乗じて得た額 

31回線以上50回線以下の場合 
２の2-1の(1) の①の額に

0.15を乗じて得た額 

51回線以上100回線以下の場合 
２の2-1の(1) の①の額に0.2

を乗じて得た額 

101回線以上の場合 
２の2-1の(1) の①の額に

0.23を乗じて得た額 

イ 多回線利用に係る料金については、短期ＬＡＮ型通信網契約

のものについては適用しません。 

ウ 多回線利用に係る料金については、当社が定める暦月ごとの

料金算定日にアに規定する数の契約者回線を利用していることを

当社が認めた場合において適用するものとします。 

(15) 回線終端装置

の加算額の適用 

当社が回線終端装置を提供した場合に、回線終端装置の加算額を

適用します。 

(16) 特別電気通信

設備の加算額の

適用 

契約者回線等において、当社が特別な電気通信設備を提供した場

合に、特別電気通信設備の加算額を適用します。 

(17) 付加機能を提

供した場合の付

加機能使用料の

適用 

付加機能を提供した場合には、付加機能使用料を適用します。 

(18) ＶＰＮ装置の

加算額の適用 

当社がＶＰＮ装置を提供した場合に、ＶＰＮ装置の加算額及びＶ

ＰＮ利用料を適用します。 
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２ 料金額 

２－１ 基本回線料 

（１）帯域保証型以外のもの（ベストエフォート型） 

① 契約者回線等の部分 

契約者回線又は短期契約者回線１回線ごとに 

品   目 
月額料金 

ＬＡＮ型通信網契約 短期ＬＡＮ型通信網契約 

10Mb/s 23,000円 34,500円 

100Mb/s 83,000円 124,500円 

  1Gb/s 500,000円 750,000円 

 

② 中継回線の部分 

ア 同一の県内に終始するもの 

１中継回線ごとに 

品   目 
月額料金 

ＬＡＮ型通信網契約 短期ＬＡＮ型通信網契約 

10Mb/s 300,000円 450,000円 

100Mb/s 550,000円 825,000円 

 

イ ア以外のもの 

１中継回線ごとに 

品   目 
月額料金 

ＬＡＮ型通信網契約 短期ＬＡＮ型通信網契約 

10Mb/s 300,000円 450,000円 

100Mb/s 800,000円 1,200,000円 

 

（２）帯域保証型のもの（ギャランティ型） 

① 契約者回線等 

ア ギャランティ型のもの 

(ｱ) 最低伝送速度を超える利用が可能なもの（タイプⅠ プレミアム） 

契約者回線又は短期契約者回線１回線ごとに 

品 目 月額料金 

契約者回線 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

上限伝送 

速度 

最低伝送 

速度 
LAN 型通信網契約 

短期 

LAN 型通信網契約 

10Mb/s 10Mb/s 0.5Mb/s 52,000円 78,000円 

1Mb/s 62,000円 93,000円 

2Mb/s 85,000円 127,500円 

3Mb/s 120,000円 180,000円 

4Mb/s 154,000円 231,000円 

5Mb/s 178,000円 267,000円 

6Mb/s 196,000円 294,000円 

7Mb/s 212,000円 318,000円 

8Mb/s 225,000円 337,500円 

9Mb/s 235,000円 352,500円 

10Mb/s 243,000円 364,500円 

品 目 月額料金 
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契約者回線 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

上限伝送 

速度 

最低伝送 

速度 
LAN 型通信網契約 

短期 

LAN 型通信網契約 

100Mb/s 20Mb/s 10Mb/s 273,000円 409,500円 

40Mb/s 20Mb/s 303,000円 454,500円 

60Mb/s 30Mb/s 333,000円 499,500円 

80Mb/s 40Mb/s 363,000円 544,500円 

100Mb/s 

50Mb/s 383,000円 574,500円 

60Mb/s 391,000円 586,500 円

70Mb/s 399,000円 598,500 円

80Mb/s 407,000円 610,500 円

90Mb/s 418,000円 627,000 円

100Mb/s 423,000円 634,500円 

 

(ｲ) 最低伝送速度を超える利用が可能であり、同一の中継局の収容区域における

通信のみが可能なもの（タイプⅢ バリュー） 

契約者回線又は短期契約者回線１回線ごとに 

品 目 月額料金 

契約者回線 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

上限伝送 

速度 

最低伝送 

速度 
LAN 型通信網契約 

短期 

LAN 型通信網契約 

10Mb/s 1Mb/s 0.5Mb/s 28,900円 43,350円 

2Mb/s 1Mb/s 42,000円 63,000円 

4Mb/s 2Mb/s 44,000円 66,000円 

6Mb/s 3Mb/s 46,000円 69,000円 

8Mb/s 4Mb/s 48,000円 72,000円 

10Mb/s 5Mb/s 49,000円 73,500円 

10Mb/s 10Mb/s 52,000円 78,000円 

品 目 月額料金 

契約者回線 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

上限伝送 

速度 

最低伝送 

速度 
LAN 型通信網契約 

短期 

LAN 型通信網契約 

100Mb/s 20Mb/s 10Mb/s 53,000円 79,500円 

40Mb/s 20Mb/s 60,000円 90,000円 

60Mb/s 30Mb/s 67,000円 100,500円 

80Mb/s 40Mb/s 74,000円 111,000円 

100Mb/s 

50Mb/s 81,000円 121,500円 

60Mb/s 88,000円 132,000円 

70Mb/s 95,000円 142,500円 

80Mb/s 102,000円 153,000円 

90Mb/s 109,000円 163,500円 

100Mb/s 116,000円 174,000円 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)以外のもの（タイプⅡ スタンダード） 
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契約者回線又は短期契約者回線１回線ごとに 

品 目 月額料金 

契約者回線 

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

上限伝送 

速度 

最低伝送 

速度 
LAN 型通信網契約 

短期 

LAN 型通信網契約 

10Mb/s 0.5Mb/s 0.5Mb/s 47,000円 70,500円 

1Mb/s 1Mb/s 57,000円 85,500円 

2Mb/s 2Mb/s 80,000円 120,000円 

3Mb/s 3Mb/s 115,000円 172,500円 

4Mb/s 4Mb/s 144,000円 216,000円 

5Mb/s 5Mb/s 171,000円 256,500円 

6Mb/s 6Mb/s 191,000円 286,500円 

7Mb/s 7Mb/s 207,000円 310,500円 

8Mb/s 8Mb/s 220,000円 330,000円 

9Mb/s 9Mb/s 230,000円 345,000円 

10Mb/s 10Mb/s 243,000円 364,500円 

100Mb/s 10Mb/s 10Mb/s 243,000円 364,500円 

20Mb/s 20Mb/s 283,000円 424,500円 

30Mb/s 30Mb/s 313,000円 469,500円 

40Mb/s 40Mb/s 333,000円 499,500円 

50Mb/s 50Mb/s 348,000円 522,000円 

60Mb/s 60Mb/s 363,000円 544,500円 

70Mb/s 70Mb/s 378,000円 567,000円 

80Mb/s 80Mb/s 393,000円 589,500円 

90Mb/s 90Mb/s 408,000円 612,000円 

100Mb/s 100Mb/s 423,000円 634,500円 

1Gb/s 200Mb/s 200Mb/s 950,000円 1,425,000円 

300Mb/s 300Mb/s 1,100,000円 1,650,000円 

400Mb/s 400Mb/s 1,250,000円 1,875,000円 

500Mb/s 500Mb/s 1,400,000円 2,100,000円 

600Mb/s 600Mb/s 1,550,000円 2,325,000円 

700Mb/s 700Mb/s 1,700,000円 2,550,000円 

800Mb/s 800Mb/s 1,850,000円 2,775,000円 

900Mb/s 900Mb/s 2,000,000円 3,000,000円 

1Gb/s 
1Gb/s 2,150,000円 3,225,000円 

 1Gb/s * 500,000円 750,000円 

*1Gb/sのものについては、中継回線を使用しないものに限り、下段料金を適用。 

 

イ 高速ディジタル方式のもの 

  削除 
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② 中継回線                                                １中継回線ごとに 

品 目 
月額料金 

ＬＡＮ型通信網契約 短期ＬＡＮ型通信網契約 

0.5Mb/s 47,000円 70,500円 

１Mb/s 54,000円 81,000円 

２Mb/s 60,000円 90,000円 

３Mb/s 63,000円 94,500円 

４Mb/s 66,000円 99,000円 

５Mb/s 69,000円 103,500円 

６Mb/s 72,000円 108,000円 

７Mb/s 74,000円 111,000円 

８Mb/s 76,000円 114,000円 

９Mb/s 78,000円 117,000円 

10Mb/s 80,000円 120,000円 

20Mb/s 130,000円 195,000円 

30Mb/s 170,000円 255,000円 

40Mb/s 210,000円 315,000円 

50Mb/s 240,000円 360,000円 

60Mb/s 270,000円 405,000円 

70Mb/s 290,000円 435,000円 

80Mb/s 310,000円 465,000円 

90Mb/s 330,000円 495,000円 

100Mb/s 350,000円 525,000円 

200Mb/s 850,000円 1,275,000円 

300Mb/s 950,000円 1,425,000円 

400Mb/s 1,050,000円 1,575,000円 

500Mb/s 1,150,000円 1,725,000円 

600Mb/s 1,250,000円 1,875,000円 

700Mb/s 1,350,000円 2,025,000円 

800Mb/s 1,450,000円 2,175,000円 

900Mb/s 1,550,000円 2,325,000円 

1Gb/s 1,650,000円 2,475,000円 

 

③ 接続アクセス回線 

ア 高速ディジタル方式のもの 

  削除 

 

イ ＡＴＭデータ通信網方式のもの 

削除 
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ウ イーサネット方式のもの 

接続アクセス回線１回線ごとに 

品  目 月額料金 

0.5Mb/s 102,000円 

1Mb/s 123,000円 

2Mb/s 184,000円 

3Mb/s 238,000円 

4Mb/s 291,000円 

5Mb/s 336,000円 

6Mb/s 355,000円 

7Mb/s 392,000円 

8Mb/s 428,000円 

9Mb/s 459,000円 

10Mb/s 487,000円 

20Mb/s 608,000円 

30Mb/s 730,000円 

40Mb/s 852,000円 

50Mb/s 973,000円 

60Mb/s 1,097,000円 

70Mb/s 1,218,000円 

80Mb/s 1,346,000円 

90Mb/s 1,462,000円 

100Mb/s 1,580,000円 

 

 

④ ベストエフォート型のもの 

タイプＢ               契約者回線１回線ごとに 

品  目 契約種別 ＶＰＮ利用料   アクセス回線使用料 

100Mb/s 
LAN型通信網契約 12,000円 

短期LAN型通信網契約 －（設定なし） 

1Gb/s 

LAN型通信網契約 25,500円 

短期LAN型通信網契約 －（設定なし） 

 

タイプＦ               利用回線１回線ごとに 

＊１ 他の電気通信事業者の契約約款に定める金額 

品  目 契約種別 ＶＰＮ利用料 アクセス回線使用料 

100Mb/s 

LAN型通信網契約 7,000円  ―＊１ 

短期LAN型通信網契約 10,500円  ―＊１ 

1Gb/s 

LAN型通信網契約 20,500円  ―＊１ 

短期LAN型通信網契約 30,750円  ―＊１ 
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２－２ 加算額 

料金種別 単 位 
月額料金 

ＬＡＮ型通信網契約 短期ＬＡＮ型通信網契約 

ア 区域外線路

使用料 

契約者回線等１回

線につき区域外線

路100mまでごとに 

1,600円 2,400円 

イ 異経路の線

路使用料 
──── 別に算定する実費 

ウ 特別電気通

信設備使用料 
──── 別に算定する実費 

エ 回線終端装

置使用料 

１

台

ご

と

に 

0.5Mb/s、

１Mb/s～

100Mb/s用

のもの 

7,000円 10,500円 

200Mb/s～

１Gb/s用の

もの 

60,000円 90,000円 

オ VPN装置使

用料 

１

台

ご

と

に 

100Mb/s ベ

ストエフォ

ート型のも

の 

1,500円 2,250 

1Gb/s ベ ス

トエフォー

ト型のもの 

2,000円 3,000円 

カ タイプF 

  VPN装置コ

ールドスタ

ンバイ 

１

台

ご

と

に 

100Mb/s ベ

ストエフォ

ート型のも

の 

2,000円 3,000円 

1Gb/s ベ ス

トエフォー

ト型のもの 

2,000円 3,000円 

備考  

・ 別に定める実費の算定方法については、当社が指定するＬＡＮ型通信網サービス

取扱所において閲覧に供します。 

 

・ 接続アクセス回線（東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る

高速ディジタル伝送方式に限ります。）は、東日本電信電話株式会社又は西日本

電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定によります。 
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２－３ 付加機能使用料 

区  分 単 位 

月額料金 

ＬＡＮ型通信網

契約 

短期ＬＡＮ型通

信網契約 

サブグル

ープ設定

機能 

１のＬＡＮ型通信網契

約者回線群において契

約者が指定する契約者

回線等からなるグルー

プ（以下「サブグルー

プ」といいます。）内の

契約者回線等による通

信について、そのサブ

グループ以外の契約者

回線等との間の通信を

許容しない機能 

１サブグルー

プごとに 
5,000円 7,500円 

備考 
１のＬＡＮ型通信網契約で設定できるサブグループの数は、当社

が別に定める数以内とします。 

特定契約

者回線間

通信限定

機能 

この機能を利用するＬ

ＡＮ型通信網契約者回

線群（サブグループ設

定機能を利用している

場合はサブグループ又

はそのＬＡＮ型通信網

契約者回線群における

サブグループに属しな

い契約者回線等からな

るグループとします。

以下「利用グループ」

といいます。）におい

て、その利用グループ

における特定契約者回

線（その利用グループ

内の１の契約者回線等

であって、あらかじめ

契約者が指定するもの

とします。以下同じと

します。）以外の契約者

回線等について、特定

契約者回線との間の通

信のみを許容する機能 

１の利用グル

ープごとに 
25,000円 37,500円 

備考 

１の利用グループに属する契約者回線等（特定契約者回線を除き

ます。）の数は当社が別に定める数以内とします。 
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優先制御

機能 

フレームもし

くはＩＰパケ

ットを、フレ

ームもしくは

ＩＰパケット

ごとにあらか

じめ指定した

優先順位にし

たがって、契

約者回線の終

端方向に転送

する機能 

１ の 契

約 者 回

線 ご と

に 

品目 

月額料金 

ＬＡＮ型通信

網契約 

短期ＬＡＮ型

通信網契約 

10Mb/s までの

もの 

15,000円 22,500円 

20Mb/sのもの 20,000円 30,000円 

30Mb/sのもの 30,000円 45,000円 

40Mb/sのもの 40,000円 60,000円 

（

50Mb/sのもの 50,000円 75,000円 

60Mb/sのもの 60,000円 90,000円 

70Mb/sのもの 70,000円 105,000円 

80Mb/sのもの 80,000円 120,000円 

90Mb/sのもの 90,000円 135,000円 

100Mb/sのもの 100,000円 150,000円 

備考 

１ 当社は、契約者より請求があった場合にのみこの機能を提供し

ます。 

２ ギャランティ型の100Mb/s以下のものに限り、この機能を提供し

ます。 

インター

ネット接

続機能 

１の契約者回

線において２

のセッション

を 張 る こ と

で、インター

ネット接続の

用に供するこ

とを可能とす

る機能 

１ の 契

約 者 回

線 ご と

に 

品目 

月額料金 

ＬＡＮ型通信

網契約 

短期ＬＡＮ型

通信網契約 

100Mb/s 1,400 円 2,100 円 

1Gb/s 1,400 円 2,100 円 

備考 

１ ベストエフォート型のタイプBのものに限り、この機能を提供し

ます。 

２ この機能で当社が追加提供するセッションは、インターネット

接続の通信に限り利用出来ます。 

なお、もう一方のセッションは、同一のLAN型通信網契約者回線

群内の契約者回線等相互間の通信に限り利用出来ます。 

３ この機能を利用した場合は、別に定める「IP電話サービス契約

約款」により提供する第3種IP電話サービスを利用出来ません。 

４ 上記料金にはHUB使用料600円（短期LAN型通信網契約の場合は

1,200円）が含まれます。 
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ISP オ プ

ション機

能 

インターネッ

ト接続時にお

いて必要に応

じて選択する

ことが可能な

機能 

１ の 機

能 ご と

に 
機能 

月額料金 

ＬＡＮ型通信

網契約 

短期ＬＡＮ型

通信網契約 

固定IPアドレ

ス 1個 

500 円 750 円 

固定IPアドレ

ス 8個 

15,000 円 22,500 円 

独自ドメイン

管理代行 

1,000 円 1,500 円 

DNSサーバ運用

代行 プライマ

リ型 

2,000 円 3,000 円 

DNSサーバ運用

代行 セカンダ

リ型 

1,000 円 1,500 円 

備考 

・インターネット接続機能の契約が必要です。 

LAG機能  

同一タイプ且

つ 同 一 品 目

（付加機能の

適用状態を含

む）の複数の

契約者回線を

束ね、仮想的

に１の契約者

回線として利

用することが

可能な機能 

１の契

約者回

線ごと

に 

品目 月額料金 

ＬＡＮ型通信

網契約 

短期ＬＡＮ型

通信網契約 

共通 1,500円 2,250円 

備考 

１ ギャランティ型且つ接続アクセス回線以外のものに限り、この

機能を提供します。 

２ この機能を利用した場合は、別に定める「IP電話サービス契約

約款」により提供する第3種IP電話サービスを利用出来ません。 

３ この機能を利用した場合は、契約者にて自営端末設備へLAGの

設定を施す必要があります。 

４ この機能を利用した場合は、複数の契約者回線を仮想的に１の

契約者回線として利用することが可能ですが、本約款の規定にお

いては物理的な契約者回線の数を適用します。 
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第２表 工事に関する費用 

 

第１ 工事費 

１ 適用 

区 分 内      容 

(1) 工事費の適用  工事費は、工事を要することとなる契約者回線及び端末設備に

おいて、一の工事ごとに適用します。 

(2) 契約者回線等

の移転の場合の

工事費の適用 

移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適

用します。 

(3) 工事の適用区

分 

工事の区分は次のとおりとします。 

 

 工事の区分 適   用  

ア 回線の設置又は移

転に係る工事 

契約者回線の設置又は移転の場合

に適用します。 

イ 利用の一時中断に

係る工事 

契約者回線又は端末設備の利用の

一時中断の場合に適用します。 

ウ 相互接続点に係る

工事 

相互接続点において次の工事をす

る場合に適用します。 

（ア）接続工事 

（イ）他社接続回線接続変更 

（ウ）その他の変更 

エ 付加機能に係る工

事 

契約者からの付加機能の利用に係

る請求その他変更等に関する工事

について適用します。 

オ 回線接続等に係る

工事 

ＬＡＮ型通信網サービス取扱所の

交換設備又は主配線盤において工

事を要する場合に適用します。 
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２ （１）工事費の額（ベストエフォート型以外のもの） 

工事の種類 単 位 工事費の額 

回線の設置（回線終端装置を設置

するものに限ります。）又は移転に

係る工事 

１の工事

ごとに 

接続アクセス回

線のＡＴＭデー

タ通信網方式の

もの 

削除 

上記以外のもの 21,000円 

回線の変

更に係る

工事 

回線終端

装置に係

る工事の

場合 

回線終端装

置の取替え

のみ又は設

定変更のみ

の場合 

１の工事

ごとに 
9,000円 

上記以外の

場合 

１の工事

ごとに 
21,000円 

上記以外の場合 
１の工事

ごとに 
12,000円 

利用の一時中断に係る工事 
１の工事

ごとに 
7,000円 

相互接続点に係る工事 
１の工事

ごとに 

接続ア

クセス

回線の

もの 

ＡＴＭデータ通信

網方式のもの 
削除 

イーサネット方

式、高速ディジタ

ル方式のもの 

10,500円 

付加機能

に係る工

事 

サブグループ設定機能 

１契約者

回線ご

とに 

2,000円 

特定契約者回線間通信

限定機能 

１契約者

回線ご

とに 

2,000円 

優先制御機能 

１契約者

回線ご

とに 

10,000円 

回線接続等に係る工事 
１の工事

ごとに 

接続アクセス回

線のもの 
7,000円 

上記以外のもの 2,000円 

備考 

・ 上記工事に伴い、引込柱以降において建柱、引込ルートの変更等特

別な工事を要する場合には、実費を支払っていただきます。 

 

・ 接続アクセス回線（東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株

式会社に係る高速ディジタル伝送方式に限ります。）は、東日本電

信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表

の規定によります。 
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 （２）工事費の額（ベストエフォート型のもの） 

工事の種類 単 位 工事費の額 

回線終端装置に係る工事 
１の工事

ごとに 
タイプＢのもの 9,000円 

ＶＰＮ装置に係る工事費 
１の工事

ごとに 
14,000円 

端末設備に係る工事費 
１の工事

ごとに 
タイプＢのもの 13,600円 

回線接続等に係る工事 
１の工事

ごとに 
2,000円 

タイプＦ ＶＰＮ装置 

コールドスタンバイ設定費 

１の工事

ごとに 
4,000円 

インターネット接続機能に 

係る工事 

１の工事

ごとに 

タイプBと同時申込 

みするもので当社

がHUBを設置し提供

するもの 

5,000円 

タイプBにこの機能

を追加するもので

当社が提供するHUB

を契約者が設置す

るもの 

5,000円 

タイプBにこの機能

を追加するもので

当社がHUBを設置し

提供するもの 

31,600円 

この機能を解除し

タイプBを継続利用

するものでHUBを残

置するもの 

0円 

この機能を解除し

タイプBを継続利用

するもので当社が

HUBを撤去するもの 

50,000円 

ISPオプション機能に係る工事 
１の機能

ごとに 
料金表 別表 ３のとおり 

LAG機能に係る工事 
１の工事

ごとに 
料金表 別表 ４のとおり 

※ 上記工事に伴い、引込柱以降において建柱、引込ルートの変更等特別な工事を要す

る場合には、実費を支払っていただきます。 

 

第２ 線路設置費 

１ 適用 

区 分 内      容 

(1) 線路設置費の ア 線路設置費は、区域外線路（設備費の支払いを要することと
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適用 なる部分を除きます。）又は短期ＬＡＮ型通信網契約に係る新設

した線路について適用します。 

イ 移転後の契約者回線の終端が区域外となる場合であって、移

転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区

域外線路の部分に限り、線路設置費を適用します。 

(2) 線路設置費の

差額負担 

 現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除す

ると同時に、新たに契約を締結してその場所でＬＡＮ型通信網サ

ービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとし

ます。 

 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負

担の規定は適用しません。 

 

 新たに提供を受

けるＬＡＮ型通

信網サービスの

線路設置費の額 
－ 

解除する電気通

信サービスに係

る契約を新たに

締結するとみな

した場合の線路

設置費の額 

＝ 

線路設置費の額

（残額があると

き に 限 り ま

す。） 
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２ 線路設置費の額 

１契約者回線につき区域外線路100mまでごとに 

区  分 線路設置費の額 

線路設置費 122,000円 

 

第３ 設備費 

 

１ 適用 

区 分 内      容 

設備費の適用 設備費は、次の設備について適用します。 

ア 異経路の線路の部分 

イ 特別な電気通信設備の部分 

 

２ 設備費の額 

当該設備ごとに 

区  分 線路設置費の額 

設備費 別に算定する実費 

備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するＬＡＮ型通信網サービ

ス取扱所において閲覧に供します。 
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料金表 別表 

 

１ 中 継 局 

局名 収 容 区 域 

北九州 北九州市、中間市、遠賀郡芦屋町、遠賀郡水巻町、遠賀郡遠賀町、遠賀郡岡垣町 

飯塚 飯塚市の一部、嘉麻市、嘉穂郡桂川町 

直方 直方市、鞍手郡小竹町、鞍手郡鞍手町、宮若市、飯塚市の一部 

田川 
田川市、田川郡香春町、田川郡福智町、田川郡糸田町、田川郡川崎町、 

田川郡大任町、田川郡添田町、田川郡赤村 

苅田 行橋市、京都郡苅田町、京都郡みやこ町、築上郡築上町 

福岡 

福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、筑紫郡那珂川町、 

粕屋郡篠栗町、粕屋郡志免町、粕屋郡須恵町、粕屋郡粕屋町、粕屋郡宇美町､ 

粕屋郡新宮町、粕屋郡久山町 

福間 宗像市の一部、福津市 

前原 糸島市 

甘木 朝倉市、うきは市、久留米市の一部、朝倉郡東峰村、朝倉郡筑前町 

久留米 久留米市の一部、筑後市、八女市の一部、八女郡広川町 

大牟田 大牟田市、大川市、柳川市、みやま市、三潴郡大木町、八女市の一部 

佐賀 
佐賀市、多久市、小城市、神埼市、神埼郡吉野ヶ里町、杵島郡大町町、杵島郡江

北町、杵島郡白石町の一部、三養基郡上峰町 

鳥栖 鳥栖市、小郡市、三井郡大刀洗町、三養基郡基山町、三養基郡みやき町 

武雄 武雄市、嬉野市の一部 

鹿島 鹿島市、嬉野市の一部、杵島郡白石町の一部、藤津郡太良町 

伊万里 伊万里市、西松浦郡有田町 

唐津 唐津市、東松浦郡玄海町 

長崎 長崎市の一部、西彼杵郡時津町、西彼杵郡長与町 

諫早 諫早市、雲仙市の一部、大村市、東彼杵郡東彼杵町 

島原 島原市､雲仙市の一部、南島原市 

佐世保 佐世保市、松浦市の一部、北松浦郡佐々町、東彼杵郡川棚町、東彼杵郡波佐見町 

大瀬戸 西海市の一部、長崎市の一部 

田平 平戸市の一部 

熊本 
熊本市の一部、阿蘇郡西原村、上益城郡嘉島町、上益城郡甲佐町、上益城郡益城

町、上益城郡御船町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、合志市 

松橋 宇土市、宇城市、上天草市の一部、熊本市の一部、下益城郡美里町 

山鹿 山鹿市、菊池市、玉名郡和水町の一部 

玉名 
玉名市、荒尾市、玉名郡和水町の一部、玉名郡南関町、玉名郡玉東町、玉名郡長

洲町 

八代 八代市、八代郡氷川町 

人吉 
人吉市、球磨郡あさぎり町、球磨郡五木村、球磨郡球磨村、球磨郡相良村、 

球磨郡多良木町、球磨郡錦町、球磨郡水上村、球磨郡山江村、球磨郡湯前町 

一の宮 
阿蘇市、阿蘇郡産山村、阿蘇郡小国町、阿蘇郡高森町、阿蘇郡南阿蘇村、 

阿蘇郡南小国町 

矢部 上益城郡山都町 

水俣 水俣市、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町 

本渡 天草市の一部、上天草市の一部、天草郡苓北町 
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局名 収 容 区 域 

大分 大分市、由布市の一部、豊後大野市の一部 

別府 別府市、由布市の一部 

中津 中津市、豊前市、築上郡上毛町、築上郡吉富町 

宇佐 宇佐市、豊後高田市、杵築市の一部 

杵築 杵築市の一部、速見郡日出町、国東市 

日田 日田市 

臼杵 臼杵市の一部、津久見市 

玖珠 玖珠郡玖珠町、玖珠郡九重町 

佐伯 佐伯市 

竹田 竹田市、豊後大野市の一部 

三重 豊後大野市の一部 、臼杵市の一部 

宮崎 宮崎市、東諸県郡綾町、東諸県郡国富町 

都城 都城市、曽於市の一部、北諸県郡三股町 

日向 日向市、東臼杵郡門川町、東臼杵郡椎葉村、東臼杵美郷町、東臼杵郡諸塚村 

延岡 延岡市 

高鍋 
西都市、児湯郡高鍋町、児湯郡川南町、児湯郡木城町、児湯郡新富町、 

児湯郡都農町、児湯郡西米良村 

小林 小林市、えびの市、西諸県郡高原町 

高千穂 西臼杵郡高千穂町、西臼杵郡五ヶ瀬町、西臼杵郡日之影町 

日南 日南市、串間市 

鹿児島 鹿児島市の一部、日置市 

指宿 指宿市､鹿児島市の一部、南九州市の一部 

川内 薩摩川内市の一部、いちき串木野市、薩摩郡さつま町 

加治木 霧島市、姶良市、姶良郡湧水町 

鹿屋 
鹿屋市の一部、垂水市、肝属郡肝付町、肝属郡錦江町、肝属郡東串良町、肝属郡

南大隈町 

出水 出水市、阿久根市 

加世田 枕崎市、南さつま市、南九州市の一部 

志布志 志布志市、鹿屋市の一部、曽於市の一部、曽於郡大崎町 

大口 伊佐市 

（備考） 

・市町村名は、「平成 24年４月１日現在」 
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２ 特定データセンターにおける工事費 

 

 (1) 当社は、契約者回線を当社が定める特定データセンターに提供し、且つ回線終端装

置を設置しない場合、その工事費について次表の額を適用します。 

区  分 単  位 料  金 

回線の設置又は移転に係る工事 １の工事ごとに 21,000円 

回線接続等に係る工事 １の工事ごとに 2,000円 

 

(2) (1)以外のもの 

料金表第２表（工事に関する費用）に準ずる。 

 

３ ISP オプション機能における工事費 

機 能 料金額 

固定 IP アドレス １個 2,000 円 

８個 10,000 円 

独自ドメイン管理代行（取得申請手数料） 5,000 円 

DNS サーバ運用代行 プライマリ型 10,000 円 

セカンダリ型 10,000 円 

追加設定作業 10,000 円 

備考 ・独自ドメイン管理代行については、1の申請あたり 

の料金とします（ドメインを複数取得する際には 

取得するドメインごとに申請が必要となる）。 

また、取得可能なドメインの種類は jpドメインに 

限ります。 

・上記の工事費（手数料）のほか、JPNICまたはJPRS

への手数料(実費)が必要な場合があります。 

 

４ LAG 機能における工事費 

工事時間帯区分 単 位 料  金 

平日 9:00～17:00 １の工事ごとに 23,000円 

上記以外 １の工事ごとに 53,000円 

備考 

・当機能を付加する契約者回線の開通または変更と同時    

に工事を行う場合は、当工事費は適用しません。 

（利用中の契約者回線に当機能を付加する工事のみが発 

生する場合に、当工事費を適用します） 

・平日とはＬＡＮ型通信網サービス取扱所（当社サービ 

スオペレーションセンターを除く）の営業日を指しま 

す。 
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別表 基本的な技術的事項 

 

１ ギャランティ型のもの 

インタフェース 物理的条件 相互接続回路 

10Mb/s 
８ピンモジュラーコネクタ 

（ISO標準IS8877準拠） 

IEEE802.3 

10BASE-T準拠 

100Mb/s 
８ピンモジュラーコネクタ 

（ISO標準IS8877準拠） 

IEEE802.3 

100BASE-TX準拠 

1Gb/s 

F04型単心光ファイバコネクタ 

(JIS規格 C 5973 準拠)  

又はLC型単心光ファイバコネクタ 
(IEC61754-20準拠) 

GI型光ファイバケーブル 

(JIS規格 C 6832のSGI-50/125及び

SGI-62.5/125 準拠) 

IEEE802.3  

1000BASE-SX準拠 

F04型単心光ファイバコネクタ 

(JIS規格 C 5973 準拠)  

又はLC型単心光ファイバコネクタ 
(IEC61754-20準拠) 

SM型光ファイバケーブル 

(JIS規格 C 6835 準拠) 

IEEE802.3  

1000BASE-LX準拠 

８ピンモジュラーコネクタ 

（ISO標準IS8877準拠） 

IEEE802.3  

1000BASE-T準拠 

 

２ 高速ディジタル方式のもの 

  削除 

 

３ ベストエフォート型のもの 

品目 物理的条件 相互接続回路 

100Mb/s 
８ピンコネクタ 

(ISO標準 IS 8877 準拠) 

IEEE802.3 

100BASE-TX準拠 

1Gb/s 
８ピンモジュラーコネクタ 

（ISO標準IS8877準拠） 

IEEE802.3  

1000BASE-T準拠 
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附則 

（実施期日） 

この約款は、平成13年７月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成14年４月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成14年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施期日） 

１  この改正規定は、平成14年８月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施期日） 

１  この改正規定は、平成14年12月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

１ この改正届出料金表は、平成15年６月２日より実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの

料金その他の債務については，なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施期日） 

１ この改正届出料金表は、平成 15 年６月 20 日より実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの

料金その他の債務については，なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成 15年 12 月１日から実施します。 
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附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成 16年 12 月 27 日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成16年12月１日から施行します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければな

らなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりと

します。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じたイーサネット網サービスに関する損害賠

償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前に東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社のＡ

ＴＭデータ通信網サービスに関する契約約款の規定により基本契約期間の適用を受

けている他社接続回線については、この改正規定による改正後の約款の適用による

最低利用期間の適用を受けるものとし、その最低利用期間は、東日本電信電話株式

会社又は西日本電信電話株式会社が、その他社接続回線の提供を開始した日から起

算するものとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成 18年１月４日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

  この改正規定は、平成 21年１月５日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

  この改正規定は、平成 22年４月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

  この改正規定は、平成 26年４月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

  この改正規定は、平成 26年７月１日から実施します。 

 

 

附則 
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（実施時期） 

  この改正規定は、平成 27年 10 月 1日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

  この改正規定は、平成 28年 4月 1日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

  この改正規定は、平成 28年 10 月 3日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

  この改正規定は、平成 29年７月 1日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

  この改正規定は、2021 年 7月 1日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

  この改正規定は、2021 年 10 月 1 日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

  この改正規定は、2021 年 11 月 10 日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

  この改正規定は、2022 年 2月 14 日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

  この改正規定は、2023 年 4月 1日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

  この改正規定は、2025 年 1月 14 日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

  この改正規定は、2025 年 4月 1日から実施します。 

 


